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◎議事日程 

日程 議 案 番 号 件          名 

１         会議録署名議員の指名 

２ 議 案 第 ２ ０ 号        令和２年度陸別町一般会計予算 

３ 議 案 第 ２ １ 号        令和２年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算 
 
４ 

 

 
議 案 第 ２ ２ 号        

 

令和２年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計 
 

予算 

５ 議 案 第 ２ ３ 号        令和２年度陸別町簡易水道事業特別会計予算 

６ 議 案 第 ２ ４ 号        令和２年度陸別町公共下水道事業特別会計予算 

７ 議 案 第 ２ ５ 号        令和２年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算 
８ 議 案 第 ２ ６ 号        令和２年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算 

 

◎会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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開議 午前１０時００分 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） これより、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、２番三輪議員、３番久保議員を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議案第２０号令和２年度陸別町一般会計予算 

◎日程第３ 議案第２１号令和２年度陸別町国民健康保険事業勘定 

特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２２号令和２年度陸別町国民健康保険直営診療 

施設勘定特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２３号令和２年度陸別町簡易水道事業特別会計 

予算 

◎日程第６ 議案第２４号令和２年度陸別町公共下水道事業特別会 

計予算 

◎日程第７ 議案第２５号令和２年度陸別町介護保険事業勘定特別 

会計予算 

◎日程第８ 議案第２６号令和２年度陸別町後期高齢者医療特別会 

計予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第２ 議案第２０号令和２年度陸別町一般会計予算から日

程第８ 議案第２６号令和２年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算まで、７件を一括

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第２０号令和２年度陸別町一般会計予算ですが、

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４９億９,７２３万８,０００円とするもので

あります。 

 続きまして、議案第２１号令和２年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算です

が、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億９３０万８,０００円とするもので

あります。 
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 続きまして、議案第２２号令和２年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

予算ですが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億４,９１８万８,０００円と

するものであります。 

 続きまして、議案第２３号令和２年度陸別町簡易水道事業特別会計予算ですが、歳入

歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億８,２９７万７,０００円とするものでありま

す。 

 続きまして、議案第２４号令和２年度陸別町公共下水道事業特別会計予算ですが、歳

入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億５,１９５万９,０００円とするものであり

ます。 

 続きまして、議案第２５号令和２年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算ですが、

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億９,５４２万５,０００円とするものであ

ります。 

 続きまして、議案第２６号令和２年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算ですが、歳

入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４,９９６万４,０００円とするものでありま

す。 

 以上、議案第２０号から議案第２６号まで、７件を一括提案させていただきます。 

 内容につきましては、副町長から御説明申し上げますので、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（本田 学君） 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） それでは、議案第２０号から議案第２６号まで一括して説明

をさせていただきます。 

 初めに、説明に当たりまして、全会計に共通する事項でありますが、令和２年度から

会計年度任用職員制度が導入されることによりまして、科目のうち節の番号が変更と

なっております。７節の賃金が１節の報酬または２節の給料として計上することとなり

ましたので、７節の賃金という科目がなくなりまして、これまでの８節の報償費が７節

となり、以降順次繰り上がっております。 

 次に、予算の説明に当たりまして、令和元年度を昨年度または前年度、令和２年度を

今年度または本年度として、新規事業、大型事業を中心に説明をさせていただきます。 

 それでは、本年度予算の総括について説明をさせていただきます。 

 議案説明書、資料ナンバー２４をお開きください。 

 資料につきましては、令和２年度陸別町予算総括表でありまして、令和２年度当初予

算と令和元年度の当初と６月補正後の予算を比較した表となっております。 

 内容につきましては、町政執行方針においても町長が述べておりますが、昨年の６月

補正後の予算額と比較しますと、一般会計では１億８,２３６万１,０００円の増、特別

会計と合わせました合計では２億４１４万３,０００円の増となっております。 

 資料にはございませんが、一般会計では、経常経費が２４億７,９６６万１,０００円
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で、前年度より１,２４７万７,０００円の増、臨時経費、投資的経費につきましては、

２５億１,７５７万７,０００円でありまして、２億６,９８８万４,０００円の増となっ

ております。 

 このため、一般会計で比較しますと、地方債は、昨年６月より１億１,９００万円の

増、基金につきましては、昨年６月より９,４８１万８,０００円の増とすることで収支

のバランスをとっております。 

 また、後ほど説明することになりますが、資料ナンバー２５に地方交付税の状況、資

料ナンバー２６に過疎対策事業の過疎地域自立促進特別対策事業、いわゆる過疎ソフト

の一覧表、また戻りまして、資料ナンバー４に、平成３０年度末現在額から令和元年

度、令和２年度の予算計上額により、各年度の現在額を記載しております基金積立金の

状況の資料がありますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 それでは、これより議案の説明に入らせていただきます。 

 議案書、一般会計予算の１ページをお開きください。 

 議案第２０号令和２年度陸別町の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 債務負担行為。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担することができる事項、期

間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 地方債。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 一時借入金。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は１０億円と定める。 

 歳出予算の流用。 

 第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 それでは、これより事項別明細書により説明いたします。 

 歳出から説明したいと思いますので、４２ページをお開きください。 

 ３、歳出は、４２ページからです。 

 まず、特別職、一般職の人件費関係につきましては、１７５ページから１８２ページ

に給与費明細書がありますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 



― 7 ― 

 また、議案説明書、資料ナンバー８７に、科目別職員数調べがありますので、こちら

も後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 それでは、款ごとに説明をしてまいります。 

 １款議会費１項議会費１目議会費は５,１９４万５,０００円の予算計上でありまし

て、前年比２６３万１,０００円の減額であります。減額の主な要因としましては、議

員１名の欠員によるもので、定数８名に対しまして７名の議員による議会活動に係る予

算の計上であります。議場のデジタル録音機更新に係る経費を計上しておりますが、そ

の他８節旅費から１３節使用料及び賃借料、次のページ、１８節負担金補助及び交付金

までは、例年同様の予算の計上であります。 

 続きまして、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費です。２億１,００６万６,０

００円の予算計上で、前年比１,５３１万３,０００円の減額であります。減額の主な要

因としましては、給与、手当、共済費で１,３６９万２,０００円の減額、電算システム

購入事業で、消耗品のソフトウェア購入で４７１万３,０００円の減額などによるもの

であります。１節報酬は７節賃金から移動しておりますが、１節報酬から４節共済費、

次のページの８節旅費から１３節使用料及び賃借料、次のページに行きまして、１７節

備品購入費から１８節負担金補助及び交付金までは、例年同様の予算計上であります。 

 なお、４６ページの８節旅費の特別旅費、こちらは、赴任旅費と職員研修の旅費を計

上しておりますが、昨年が骨格予算でありましたため、中学生等海外研修派遣事業と冒

険・体感ｉｎとうきょうの引率職員の旅費は６月補正となっております。その差額が生

じております。 

 それから、４７ページの１０節需用費についてでありますが、昨年まで例規集の加除

につきましては消耗品で予算計上しておりましたが、今年度から法制相談なども含めま

した例規集整備として、委託料で計上しております。 

 １８節負担金補助及び交付金では、北海道自治体情報システム協議会への負担金であ

りまして、２,８６５万７,０００円を計上しております。このほか、他の科目において

も負担金の支出があります。議案説明書、資料ナンバー２８に、その内訳として一覧表

を添付しておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 次に、２２節償還金利子及び割引料でありますが、これは、令和元年度に備考資金組

合の資金で購入し、譲渡を受けましたシンクライアント８０台分の償還金１０５万７,

０００円の計上であります。令和２年度から令和５年度までで元金の償還とすることと

なっております。 

 続きまして、２目文書広報費は３,５８７万２,０００円の予算計上で、前年比２６７

万円の増額であります。増額の主な要因は、１４節の工事請負費の機器更新工事で２５

４万６,０００円の増額であります。これは、防災行政無線「愛の鐘」の整備事業であ

りまして、今年度は東１条２区、新町２区、若葉町の３カ所の屋外子局の整備でありま

す。 
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 なお、この事業につきましては、今年度が最終年となっております。議案説明書、資

料ナンバー２９に、防災行政無線「愛の鐘」整備事業の概要がつけてありますので、後

ほどごらんをいただきたいと思います。 

 １節報酬は、臨時事務職員の報酬ですが、昨年８月より町内回覧等を配布できる事業

者が町内になくなりましたことから、臨時職員の報酬３５万６,０００円を計上してお

ります。８節旅費から１８節負担金補助及び交付金まで、例年同様の計上であります。 

 次に、５０ページをお開きください。３目財政管理費は６７万４,０００円の予算計

上であります。１０節需用費、印刷製本費は、予算書８０部の印刷で、例年同様の計

上。 

 ４目会計管理費は３４０万４,０００円の計上で、前年比２３万１,０００円の減額。

１０節需用費、印刷製本費は、決算書８０部と出納関係帳票の印刷。１１節役務費は、

金融機関に関する口座振替、窓口収納、派出事務手数料が主な内容であります。前年同

様の予算計上であります。 

 ５目財産管理費は１億８,０１５万８,０００円の予算計上で、前年比５,１７８万８,

０００円の増額であります。この目では、主に財産関係の管理経費となりますが、総務

課関係では、役場庁舎、福祉館、交流館、公用車、陸別鉄道などの維持管理費や公共施

設の除排雪、基金関係などの予算を計上しております。町民課関係では、地積図、テレ

ビ中継局光ケーブル、通信管理などの予算。教育委員会関係では、タウンホールの維持

管理などの予算が計上されております。 

 主な増減の内容でありますが、新規事業について御説明を申し上げます。１節報酬か

ら５１ページの１１節役務費までは例年同様であります。５２ページに移りまして、１

２節委託料の施設設備等改修では、１,３４４万２,０００円のうち、道営農道整備事業

に係る光伝送路移設工事で５０２万７,０００円を計上しております。同じく施設周辺

整備では８７２万８,０００円のうち、陸別鉄道関係で、駅構内の金澤踏切から百恋駅

までの枕木交換で４８１万８,０００円の計上、同じく車両等維持委託も陸別鉄道関係

で、保線作業車の塗装１８４万８,０００円の計上、公有財産システム購入は、ウイン

ドウズ７のサポート終了に伴いまして、パソコンをＬＧＷＡＮ接続型としまして、地図

データを修正したシステムの導入で５２２万５,０００円を計上しております。庁舎管

理の基本設計につきましては、災害時に対策本部と避難所となる役場庁舎タウンホール

の非常用電源、エアコンの設置に係る設計委託費３９６万円の計上であります。 

 次のページをお開きください。１３節使用料及び手数料は例年同様であります。１４

節工事請負費では、まず、建設法上改修が必要となる庁舎改修では、庁舎裏の敷地境の

ブロック塀の改修１８１万５,０００円、外構改修工事、これは歯科診療所と森林組合

の貸付事務所にありますブロック塀の改修で２２５万５,０００円を計上しておりま

す。工作物解体撤去、これは新町２区の防火水槽１基の撤去工事で１９８万円の計上で

あります。次の１５節原材料費は例年同様。１７節備品購入費、管理用備品につきまし
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ては、タウンホール用のワイヤレスマイク一式と和室の防炎カーペットの購入３２万

８,０００円。作業用備品は、公用車用の高圧洗浄機一式１４万３,０００円の計上であ

ります。１８節負担金補助及び交付金の下水道受益者分担金５万円につきましては、歯

科医師への貸し付け住宅新築に係るものであります。２４節積立金は、各基金の利息に

ついて積み立てる予算を計上していますが、そのうち、いきいき産業支援基金には、優

良家畜導入支援事業貸付金の約定償還分３,７１０万９,０００円が入っております。 

 次のページに移ります。次のページの中にあります森林環境譲与税基金積立金には、

今年度交付見込みの森林環境譲与税２,５２０万円が入っております。 

 なお、議案説明書、資料ナンバー４に基金別積立金の状況がありますので、後ほどご

らんをいただきたいと思います。 

 次に、６目町有林野管理費でありますが、４,４２９万６,０００円の予算計上であり

まして、前年比１５２万７,０００円の増額であります。議案説明書、資料ナンバー３

０の１と２に、町有林野管理事業収支一覧表と実施箇所位置図がありますので、後ほど

ごらんをいただきたいと思います。 

 １節報酬から５７ページの１１節役務費までは、例年同様の予算計上であります。１

２節委託料、森林現況調査業務につきましては、町有林拡大事業に係る６件分の調査委

託料。１３節使用料及び賃借料から１５節原材料費までは、例年同様の計上。次のペー

ジに移りまして、１７節備品購入費、作業用備品につきましては、刈払機１台６万９,

０００円の計上。公用車につきましては、購入後２０年の経過する、走行距離が約２０

万キロとなった町有林管理用の車両１台４１２万６,０００円の計上であります。 

 議案説明書、資料ナンバー３１に、町有林管理車両購入事業の資料がありますので、

後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 続きまして、７目企画費は６,４７９万９,０００円の予算計上でありまして、前年比

１,８５６万円の増額であります。増額の主な要因につきましては、昨年が骨格予算で

ありましたために、移住・定住促進住宅建設等補助金、まちづくり補助金、民間活用住

宅建設事業補助金、太陽光発電設置事業補助金が当初予算で計上されていなかったこと

によるものであります。この目では、ちょっと暮らし住宅３戸、定住促進住宅４戸、移

住産業研修センター８戸などの管理経費やふるさと納税促進事業などが含まれて予算計

上されております。 

 １節報酬から５９ページの１１節役務費までは、例年同様の予算計上。１２節委託料

につきましては、次のページになります。新農林業人材発掘プログラム事業で、こちら

は学生を８名から６名、委員を３名から２名に人員を減らしまして、一部内容を見直し

まして、事業を実施することとしまして、２９７万円を計上しております。ふるさと納

税は、前年同様５００人を見込んでおります。１３節使用料及び賃借料から１７節備品

購入費は例年同様です。１８節負担金補助及び交付金、６１ページに記載のあります地

方創生推進交付金事業負担金は３４８万２,０００円を計上しておりますが、こちら
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は、議案説明書、資料ナンバーは３２をごらんください。 

 資料のほうは、(仮称)銀河の里ＤＭＯ観光地域づくり連携事業となっておりますが、

こちらは、本別町、足寄町との３町広域連携事業でありまして、平成２７年から継続事

業で、ことしは２００万円の負担金。十勝広域連携事業は、十勝イノベーションエコシ

ステム推進事業の負担金１０万円。新規事業で、特別区全国連携プロジェクトとしまし

て、人づくりや人材交流により、関係人口や交流人口の増加を目指し、十勝町村会が取

りまとめ、十勝１９市町村で取り組む北海道十勝地域と東京たいとう・すみだ連携事業

の負担金３８万２,０００円を計上しております。こちらの資料は今回ついておりませ

んので、口頭で説明とさせていただきます。 

 それからもう１件、新規事業の北海道ＵＩＪターン新規就業支援事業であります。こ

れは、議案説明書の次のページになりますが、３３の１と２をごらんいただきたいと思

います。この事業につきましては、令和２年度から実施されます、北海道が運営します

マッチングサイトに求人登録のある企業等に就業または北海道が実施する起業支援によ

り起業された方に移住支援金を支給するというものであります。移住支援金は単身者が

６０万円、世帯の場合は１００万円でありまして、実施した場合には町から全額を支払

いまして、後に国が２分の１、道が４分の１を市町村に交付するという仕組みとなって

おります。申請要件、対象法人要件、返還規定、それから資料３３の２の国が定める共

通要件、北海道が定める共通要件などがありまして、そちらについては記載のとおりと

なっております。町としましては、起業支援として１件分１００万円の予算を計上して

おります。 

 次に、予算書のほうに戻っていただきまして、通学定期差額補助事業につきまして

は、高校生の通学定期購入に係る補助で、２３人分６４９万４,０００円を計上してお

ります。補助金では、移住・定住促進住宅建設等補助金を１,４００万円、まちづくり

事業では５５０万円で、景観形成分が１０件で３５０万円、まちづくり補助分で２００

万円、それから民間活用住宅建設事業補助金は、単身者用１戸と世帯用１戸分で６３０

万円。太陽光発電設置事業補助金は、３件分で１５０万円を計上しております。その他

の節につきましては、例年同様の予算計上としております。 

 次のページをお開きください。続きまして、８目公平委員会費は２万３,０００円の

予算計上で、前年同額。 

 ９目交通安全対策費は１１３万２,０００円の予算計上であります。予算額に大きな

変更は今回ございませんが、会計年度任用職員制度の導入に当たりまして、交通安全指

導員は会計年度任用職員になじまないという指導がありましたことから、新たに設置し

ます交通安全指導委員会に対し、これまで町が指導員に対して直接負担をしていました

活動に係る経費につきまして、従来同様の活動をしていただくために、交付金として７

６万２,０００円の予算計上をしております。 

 １０目諸費ですが、３４７万２,０００円の予算計上であります。１節報酬から１８
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節負担金補助及び交付金まで、例年同様の計上であります。 

 次のページをお開きください。１１目交流センター管理費は３,６０７万２,０００円

の計上でありまして、前年比３９４万円の増であります。内容としましては、１０節需

用費から６５ページの１３節使用料及び賃借料までは、例年同様の予算計上であります

が、その中の１２節委託料の宿泊研修施設管理には、前年度まで賃金で計上していまし

た管理人の賃金を、宿泊研修施設運営事業として委託料に含めることとしておりますの

で、この宿泊運営事業の委託料が３６０万２,０００円の増額となっております。１４

節工事請負費は、駐輪場の擁壁が崩壊し始めておりまして、現在危険な状況にあります

ことから、擁壁改修工事に２０６万８,０００円を計上しております。１７節備品購入

費は、期限切れとなる消火器１本の更新であります。 

 なお、議案説明書、資料ナンバー３４に、ふるさと交流センター運営事業の一覧がつ

けてありますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 １２目銀河の森管理費は７,７２４万３,０００円の予算計上でありまして、前年比１

６４万３,０００円の増であります。この目では、関係職員の人件費、天文台、コテー

ジ村、銀河の森の専用水道の維持管理等の経費が計上されております。内容としまして

は、１節報酬から次のページの４節共済費から６７ページ、１１節役務費までは、前年

同様の予算計上であります。 

 ６８ページをお開きください。６８ページ、１２節委託料でありますが、この中の施

設設備保守管理には、大型望遠鏡サーヴァンプテストの治具製作で３７万２,０００

円。大型望遠鏡回転駆動部交換で２１９万８,０００円を計上しております。施設設備

等改修には、大型望遠鏡観測室の床の全面張りかえとして１１２万２,０００円、小便

器の取りかえで３５万５,０００円を計上しています。１３節使用料及び賃借料は例年

同様であります。６９ページの１４節工事請負費、施設設備改修は、コテージ村のＬＥ

Ｄ化の６年計画のことしが３年目でありまして、２棟分１０３万４,０００円の計上。

１７節備品購入費では、天文台の南極昭和基地ライブ映像受信用パソコン１台１９万

６,０００円。平成２３年度に購入しました観測画像及び映像編集用パソコンの更新２

組一式４７万６,０００円を計上しております。 

 議案説明書、資料ナンバー３５には、銀河の森天文台、コテージ、自然環境保全林、

専用水道の委託料の内訳がありますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 次に、１３目の地域活性化推進費で３,１０９万円の予算計上であります。前年比６

１２万９,０００円の増額です。 

 まず、議案説明書、資料ナンバー３６の陸別町地域活性化推進事業をごらんくださ

い。これまでの活動経過及び令和２年度の事業概要につきましては、記載のとおりであ

りますので、後ほどごらんをいただきたいと思いますが、右上の地域活性化推進費は、

調査研究に係る経費で６７９万円。その下の左からミネラルウオーター開発事業は、令

和２年度につきましては、平成３０年度と令和元年度の製造分の在庫が現在約２万本あ
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りますので、今年度は製造せず、引き続き販売とＰＲ活動に使うということで８万６,

０００円を計上しております。薬用植物研究事業では、栽培品目の絞り込み、事業化、

商業化への調査研究で５８２万２,０００円。地域おこし協力隊は、商工支援推進員、

商工観光推進員、新事業支援推進員、酪農支援推進員、農業環境支援推進員の５名分の

経費１,８３９万２,０００円を計上しております。 

 それでは、予算書６９ページにお戻りください。 

 この目の予算増の主な要因につきましては、新たな地域おこし協力隊の雇用、薬用植

物圃場への鹿柵の設置、地域おこし協力隊の起業支援補助金であります。 

 １節報酬及び４節共済費は、新たに地域おこし協力隊として、農業環境支援推進員の

項目を上げておりまして、報酬２１１万１,０００円、社会保険料２３万３,０００円を

計上しております。 

 次のページをお開きください。７節報償費から１１節役務費までは、前年同様の計

上。１２節委託料の薬用植物管理委託は、薬用植物キハダの植えてあります場所が高速

道路用地となりますことから、その高速道路のほうに仮植してあります移設費用１１２

万円を見ております。これは、全額補償の対象となるため、歳入でも同額を計上してお

ります。１３節使用料及び賃借料は例年同様です。７１ページの１４節工事請負費です

が、薬用植物圃場の一部に、こちらも高速道路が通るために、約３００メートルにわた

る鹿柵の設置ということで１７８万２,０００円を計上しております。こちらもキハダ

の移植と同じで、全額補償の対象となりますので、歳入で同額を計上しております。先

ほどの１２節委託料にあわせまして、議案説明書、資料ナンバー３７に箇所図がつけて

ありますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 １７節備品購入費、事務用備品につきましては、地域おこし協力隊員用のパソコン３

台分７６万８,０００円。管理用備品につきましては、薬用植物圃場用の電気柵３０万

７,０００円。作業用備品につきましては、薬用植物の収穫時に使用するシンク１台、

乾燥台２台分の２６万１,０００円の計上であります。 

 １８節負担金補助及び交付金につきましては、次のページ、一番上にありますが、起

業支援補助金でありますが、これについては、議案説明書、資料ナンバー３８をごらん

ください。資料につきましては、地域おこし協力隊員起業支援補助金説明資料でありま

す。目的、概要につきましては、地域おこし協力隊の定住を促進し、町の活性化を図る

ため、隊員の起業または事業継承に要する費用を補助するというものであります。補助

金は、補助対象経費の１０分１０以内としまして、１人につき１００万円を上限として

補助するというものでありまして、こちらにつきましては、地域おこし協力隊の賃金等

と同様、特別交付税措置があります。補助対象者につきましては、隊員として２年以上

の活動実績を有した者で、次のいずれにも該当する者ということで、町内に住所を有す

る者、隊員の任期終了の日から起算して、前１年以内または任期終了の日から１年以内

の隊員が対象となります。対象経費につきましては記載のとおりであります。 
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 なお、一番下に総務省発出の地域おこし協力隊の推進に向けた財政措置についての抜

粋が記載されております。ただいま説明しましたように、１人当たり１００万円を上限

として財源措置があるというものであります。 

 それでは、予算書７２ページにお戻りください。 

 この地域おこし協力隊の補助金につきましては、当町におきましては、本年１月末を

もって１名の方が退任されまして、９月末をもってもう１名が退任される予定となって

おります。２名の方が対象となりますので、２名分２００万円の予算を計上いたしまし

た。 

 １４目企業誘致対策費は３万５,０００円の計上で、前年と同様の計上であります。 

 続きまして、２項徴税費１目税務総務費は３,５８１万９,０００円の予算計上であり

まして、前年比６２万９,０００円の増額であります。１節報酬から７３ページの２２

節償還金利子及び割引料までは、例年どおりの予算計上であります。 

 続きまして、２目賦課徴収費でありますが、３７５万７,０００円の計上でありまし

て、前年比１３７万６,０００円の減額であります。減の主な要因につきましては、昨

年度は固定資産税評価替業務委託料１４５万２,０００円を計上していたことによるも

のであります。この減額以外につきましては、８節旅費から１８節負担金補助及び交付

金まで、前年同様の計上であります。 

 なお、７５ページの十勝圏複合事務組合につきましては、税滞納整理機構への負担金

で、今年度は３名分８１万７,０７１円を予定しております。また、軽自動車税環境性

能割徴収取扱費につきましては、道に支払うものでありますが、これは、道から示され

ました方法によりまして積算した額で３万４,０００円を計上しております。 

 ３目戸籍住民基本台帳費は２,４２１万２,０００円の計上でありまして、前年比１６

２万９,０００円の減額であります。減額の主な理由につきましては、昨年度に戸籍シ

ステムの改修による北海道自治体情報システム協議会への負担金７７３万円を計上して

おりまして、ことしはこれがありませんので減額となっております。２節の給料から次

のページ、７６ページ、１０節需用費までは前年同様の計上。１２節委託料の電算シス

テム改修は、戸籍法の一部を改正する法律に向けた戸籍情報システム改修費１４９万

６,０００円とデジタル手続法に向けた戸籍附票システム改修費４９２万８,０００円の

予算計上であります。１７節備品購入費は、戸籍住民窓口用のレジスター１台４万８,

０００円の計上です。１８節負担金補助及び交付金では、先ほど説明しました戸籍シス

テムの改修に係る負担金が減額となっております。 

 ７７ページ、４項選挙費１目選挙管理委員会費は６６１万５,０００円の計上であり

ます。１節報酬から次のページの１８節負担金補助及び交付金まで、例年同様の計上で

あります。 

 ２目選挙啓発費は４,０００円の予算計上で、前年同額であります。 

 ７９ページ、５項統計調査費１目指定統計調査費は２７６万８,０００円の計上であ
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りまして、前年比１７３万９,０００円の増額であります。今年度は、国勢調査等の実

施年となりますため、１節報酬では、調査員及び指導員に係る報酬の増。１２節委託料

では、統計調査委託料の増、複写機使用料の増となっております。 

 ６項監査委員費１目監査委員費は２３０万７,０００円の予算計上であります。今年

度は、隔年で参加しております監査委員の全国研修会への参加年でありまして、８節旅

費の費用弁償において増額をしております。これ以外につきましては、例年同様の計上

であります。 

 ８０ページをお開きください。続きまして、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉

総務費につきましては、３億９,８０６万１,０００円の予算計上でありまして、前年比

１,５３９万５,０００円の増額であります。増額の主な要因につきましては、新規とし

まして、第６期陸別町障害福祉計画の策定業務の委託。それから、社会福祉協議会に対

する患者移送サービス用車両購入補助、冬期生活支援事業の事業実施などがございま

す。１節報酬から８１ページの８節旅費、８２ページ、１０節需用費から１１節役務費

までは、前年同様の計上。１２節委託料は、先ほど言いました計画策定等につきまし

て、第６期陸別町障害福祉計画の策定業務委託で３９９万３,０００円を計上しており

ます。施設設備改修につきましては、福祉住宅内の誘導灯の改修で１１万５,０００

円。１４節工事請負費では、防犯灯のＬＥＤ化事業でありまして、３０１万１,０００

円。ことしは新町２区で２７基の設置と、道路工事等によります移設２基分を計上して

おります。 

 議案説明書の資料ナンバー３９に、その箇所図をつけておりますので、後ほどごらん

をいただきたいと思います。 

 １７節備品購入費は、遠隔手話サービス用タブレット端末機１機分で６万円の計上で

あります。これは、聴覚障害者等が窓口に来たときに職員が対応できるようにというこ

とで配置いたします。次に、１８節負担金補助及び交付金で、社会福祉協議会への補助

金でありますが、今年度は訪問介護事業分を分けて計上しております。ごらんのとおり

であります。 

 議案説明書、資料ナンバー４２、補助金の算定内訳書をつけておりますので、後ほど

ごらんをいただきたいと思います。 

 それから、患者移送サービス事業でありますが、これも社会福祉協議会への補助金で

ありまして、透析患者につきまして、週３回足寄町まで送迎をしておりますが、現在、

７名乗りの車両に６名が乗車しております。非常に窮屈な状態での送迎となっておりま

すことから、このたび１０人乗りの車両にしようとするものであります。その購入する

費用に対しまして補助しようとするものであります。議案説明書、ナンバー４１に、患

者送迎サービス事業用の車両の仕様書等をつけておりますので、こちらも後ほどごらん

をいただきたいと思います。 

 それでは、次のページに移ります。８４ページになります。１９節の扶助費でありま
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す。医療費扶助費、交通助成支援費など、例年同様の計上となっておりますが、この中

の交通費助成につきましては、今年度の対象者は、高齢者が６４５名、障害者が１０６

名となる見込みであります。これに係る予算として計上しております。金額的には前年

度並みであります。 

 議案説明書の資料ナンバー４２に、年度別の利用状況の資料をつけておりますので、

後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 それから、８５ページの冬期生活支援事業が新規事業であります。 

 議案説明書、ナンバー４３をごらんいただきたいと思います。資料は、この事業の概

要説明書であります。目的につきましては、燃料などの購入により、冬期間の生活に影

響が及ぶ世帯の経済的負担を軽減するとともに、生活の安定を図り、福祉の増進に寄与

することを目的とするというものでありまして、これまで冬期間の燃料の高騰した場合

に支給をしていました福祉灯油事業を、燃料代の高騰、増減に関係なく支給をしようと

するものであります。助成対象につきましては、毎年１２月１日現在において本町に住

所を有し、現に居住し、かつ全ての世帯の当該年度の町民税が非課税である世帯で、次

のいずれかに該当する世帯ということで、記載のとおりであります。①から④までと

なっております。助成額及び支給方法につきましては、１世帯当たり１万円で、商工会

が発行します商品券の交付で考えております。申請期限につきましては、毎年度の２月

末日までとしまして、令和２年度、新年度につきましては１万円の２００世帯を予定

し、計上しております。 

 それでは、予算書８５ページにお戻りください。 

 次に、２２節償還金利子及び割引料でありますが、これは、平成３０年度の障害者自

立支援給付費の補足給付費につきまして、令和元年度で精算をして報告をするところで

すが、この報告に誤りがあったことによる返還金となっております。道の指導によりま

して、国に２６１万４,０２４円、道に１３０万７,０１２円を今年度に返還するために

予算を計上しております。昨年度に精算せずに、ことし、新年度での返還金としたもの

については、これも道の指導によるものであります。２７節繰出金につきましては、国

民健康保険事業勘定特別会計への繰出金２,７９２万３,０００円で、前年より１８３万

６,０００円減。それから介護保険事業勘定特別会計への繰出金４,９４８万４,０００

円でありまして、前年より５６７万１,０００円の増となっております。 

 ２目老人福祉費につきましては、７,４５６万４,０００円の予算計上で、前年比５７

６万４,０００円の減額であります。減額の主な要因につきましては、昨年実施のデイ

サービスの車両更新への補助と老人福祉施設入所者の減による措置費の減が要因となっ

ております。１節報酬は、臨時介護認定調査員等の賃金からの移動で、前年同様の計

上。昨年の介護支援専門員の嘱託職員の賃金につきましては、今年度からフルタイムの

会計年度任用職員として、２節給料、３節職員手当等、４節共済費に計上いたしており

ます。 
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 次のページをごらんください。７節報償費から１３節使用料及び賃借料までは例年同

様であります。 

 なお、この７節報償費の敬老祝い金は、７７歳の喜寿が４０名、８８歳の米寿が１７

名、１００歳の長寿が１名となっております。 

 １２節委託料の成年後見制度法人後見支援事業につきましては、議案説明書、資料ナ

ンバー４５の１と２に事業の予算積算書をつけておりますので、後ほどごらんをいただ

きたいと思います。 

 次のページにお移りください。１８節負担金補助及び交付金であります。デイサービ

ス運営事業補助金は、議案説明書、ナンバー７に、補助金の資料としまして、前年度当

初と３月補正、今年度の当初の利用者数、介護報酬の総額と町の補助金、事業活動収支

内訳を一覧にしてつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 一つあけまして、老人福祉施設等整備事業は、デイサービスセンターの改修１５６万

２,０００円の計上であります。経年劣化によります浴室の脱衣室の床と外壁の改修

と、それからガラスの交換などの改修であります。 

 議案説明書、資料ナンバー４４の１と２に、改修の箇所図をつけておりますので、後

ほどごらんをいただきたいと思います。 

 １９節扶助費は、老人福祉施設入所措置費でありますが、令和元年度をもって廃止と

なります本別養護老人ホームの入所者が他の特別養護老人ホームに入所となりまして、

前年３名から今年度１名の入所のみとなりましたことから５２１万９,０００円の減額

の計上となっております。２６節公課費は、車両２台の車検に伴う自動車重量税であり

ます。 

 ３目後期高齢者医療費につきましては５,１７８万８,０００円の計上でありまして、

前年比５４９万１,０００円の減額であります。１８節負担金補助及び交付金は、北海

道後期高齢者医療広域連合への負担金で、前年より６１１万６,０００円の減額。２７

節繰出金は、後期高齢者医療特別会計への繰出金で１,８８３万７,０００円でありま

す。前年より６２万５,０００円の増額の計上となっております。 

 次に、８９ページになりますが、２項児童福祉費１目児童福祉総務費につきましては

７００万１,０００円の予算計上でありまして、前年比１０３万２,０００円の減額であ

ります。１節報酬から１８節負担金補助及び交付金につきましては、例年同様の計上で

あります。その中で、９０ページになりますが、１９節扶助費、児童通所施設の通所に

係る交通費助成につきましては、２名から今年度１名に減りまして、６１万５,０００

円の減額となっております。支援費の障害者介護給付費も同じく１名となりまして、５

３万８,０００円の減額となっております。 

 ２目児童福祉施設費につきましては６,６１３万８,０００円の予算計上でありまし

て、前年比１,４２９万円の増額であります。増額の要因につきましては、暖房用設備

の改修であります。１節報酬は、臨時保育士等の賃金からの移動で、前年同様の計上で
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あります。昨年の保育所専門員の嘱託職員の賃金につきましては、今年度からフルタイ

ムの会計年度任用職員としまして、２節給料から４節共済費に計上しております。 

 次のページをごらんください。９２ページの７節報償費から９３ページの１３節の使

用料及び賃借料までは例年同様の計上でありまして、９４ページ、１４節工事請負費、

暖房用設備改修につきましては、先ほど増の要因ということで申し上げましたが、毎年

のように修理、改修をしております保育所の暖房ボイラーの更新と床暖部分以外の配管

の全面的な改修を行うもので、１,３４２万円の計上をしております。 

 議案説明書の資料ナンバー４６に、大変小さくて非常に申しわけないのですが、改修

箇所図をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 １７節の備品購入費でありますが、保育所行事等で使用しますビデオカメラ一式８万

４,０００円を計上しております。１８節負担金補助及び交付金から２１節補償補塡及

び賠償金までは例年同様であります。 

 ３目児童措置費につきましては、２,３３４万１,０００円の計上でありまして、前年

比３３２万円の増額であります。１９節扶助費は、全て児童手当でありまして、２,３

３４万円。２３節の償還金利子及び割引料は、科目存置で１,０００円の予算計上であ

ります。 

○議長（本田 学君） １１時１５分まで休憩します。 

                           休憩 午前１１時０１分 

                           再開 午前１１時１３分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） それでは、先ほどに引き続いて説明をさせていただきたいと

思います。 

 ９５ページをごらんください。３項国民年金費１目国民年金事務取扱費につきまして

は９４７万４,０００円の計上であります。２節給料から次のページ、１１節役務費ま

で、前年同様の計上であります。 

 ９６ページ、４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費につきましては５,２６

８万円の計上でありまして、前年比３３９万７,０００円の増額であります。増額の要

因につきましては、２節給料から４節共済費までの職員人件費分で２８８万３,０００

円の増となっております。８節旅費から１８節負担金補助及び交付金、次のページに行

きまして、１９節扶助費から２６節公課費まで例年同様の計上であります。９８ページ

の１８節負担金補助及び交付金の帯広厚生病院の運営費に係る補助金につきましては、

１７３万円の計上で、前年より２６万円の増となっております。 

 ２目保健衛生施設費につきましては４,３４６万５,０００円の計上でありまして、前

年比９０７万６,０００円の増額であります。増額の主な要因につきましては、保健セ

ンターの排煙窓の改修等であります。１節報酬から１１役務費までは例年同様の予算計
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上。１２節委託料につきましては、施設設備改修、これが男子トイレの便器１基の更新

とＷｉ－Ｆｉ用の配線工事で３７万６,０００円を計上しております。１３節使用料及

び賃借料までは例年同様の計上であります。 

 １００ページに移りまして、１４節工事請負費、保健センター改修は、４年計画の最

終年となります計装機器の更新で８５４万７,０００円。それから、昨年、特定建築物

点検というものが行われまして、十勝総合振興局のほうから改善の指摘を受けました排

煙窓の改修でありまして、この窓が木製でゆがみがありまして、現在、開閉ができない

状況となっております。このための改善の指摘であります。６７４万３,０００円を計

上しております。 

 議案説明書、資料ナンバー４７に改修工事箇所図をつけておりますので、後ほどごら

んをいただきたいと思います。 

 １７節備品購入費は、Ｗｉ－Ｆｉ無線機２台分と刈払機１台分の購入費で９万１,０

００円の予算計上であります。 

 ３目予防費につきましては２,１２４万円の予算計上で、前年比２０８万２,０００円

の増額であります。１節報酬、４節共済費は例年同様。７節報償費は、保健師１名の産

休に伴いまして、臨時保健師の派遣を依頼するための謝礼金１２８万９,０００円の計

上であります。１０節需用費から１９節扶助費まで例年同様の予算計上であります。 

 なお、議案説明書、資料ナンバー４８の１から５に、健診等の一覧表がつけてありま

すので、こちらは後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 次のページをごらんください。４目環境衛生費で８５０万６,０００円の計上です。

前年比２１６万３,０００円の増額でありまして、その要因につきましては、墓地整備

に係る補助金であります。１節報酬から１２節委託料までは例年同様。１７節備品購入

費、作業用備品につきましては、野犬用の大型捕獲器一式３２万３,０００円の計上で

あります。現在、一回り小さい捕獲器を所有しておりますが、大型犬が入れない大きさ

でありまして、大型犬に対応するために、今回新たに一式で購入しようとするものであ

ります。 

 次のページをごらんください。２１節補償補塡及び賠償金、墓地整備の補償金であり

ます。これは、墓地の土どめの擁壁が下方の墓地区画に倒れかけてきておりまして、墓

石に被害が及ぶおそれが生じております。この被害が及ぶおそれのお墓１０件分の移設

等に係る費用を補償しようとするものであります。 

 議案説明書、資料ナンバー４９に事業箇所図をつけておりますので、後ほどごらんを

いただきたいと思います。 

 続きまして、５目診療所費につきましては１億９,２６６万６,０００円の予算計上

で、昨年比１８２万４,０００円の増額であります。国民健康保険直営診療施設勘定特

別会計への繰出金であります。 

 次の２項清掃費１目清掃総務費につきましては５０６万円の計上であります。１８節
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負担金補助及び交付金は例年同様の計上でありますけれども、し尿搬送助成金につきま

しては、消費税増税などを勘案しまして、１リットル当たりの単価を区域内は４.５

円、区域外につきましては６.５円に改正する予算で計上しております。 

 ２目塵芥処理費につきましては１億１,７４６万７,０００円の計上で、前年比３,３

０６万３,０００円の増額であります。この増額の主な要因につきましては、塵芥収集

業務の増額と塵芥処理用の車両、塵芥収集車１台、ショベル１台の購入によるものであ

ります。８節旅費から１１節役務費までは例年同様の計上であります。１２節委託料に

つきましては、塵芥収集等業務におきまして、帯広市までの運搬業務の負担軽減を鑑み

まして、高速道路を使用した場合の料金１０５万円を計上しております。これは、利用

した金額による実費による精算を行います。１３節使用料及び賃借料、それから次の

ページに行きまして、賃借料の車両借上料についてでありますが、昨年から使用不能と

なりましたショベルのかわりに、現在、ストックヤード内のごみの移動は事業者の車両

を借り上げて行っております。この借上料１９万３,０００円であります。１７節備品

購入費は、塵芥処理用の車両、塵芥収集車、いわゆるパッカー車１台とショベル１台の

購入で３,１０４万２,０００円の計上であります。塵芥収集車につきましては、現在、

帯広市内にあるクリーンセンターへの搬入につきまして、受託事業者がみずから所有す

る塵芥収集車で運搬をしておりますが、車両の老朽化によりまして、新車への更新が必

要となってきております。町としましては、町内の塵芥収集をこれからも安定的に継続

していかなければならないということを踏まえまして、今後は町で購入して受託事業者

へ貸与すると、このようにしたいという考えであります。 

 議案説明書、資料ナンバー５０に車両の概要をつけておりますので、後ほどごらんを

いただきたいと思います。 

 もう１台が、町内のストックヤード内で使用しております塵芥処理用ショベルについ

てであります。昨年秋に老朽化による故障のために使用不能となっておりますことか

ら、今回更新しようとするものであります。 

 こちらは、議案説明書、資料ナンバー５１に車両の概要をつけておりますので、後ほ

どごらんをいただきたいと思います。 

 １８節負担金補助及び交付金から２６節公課費につきましては例年同様であります。 

 次に、３項水道費１目専用水道費につきましては３,４４４万７,０００円の予算計上

で、前年比２,７９８万４,０００円の増額であります。増額の主な要因につきまして

は、小利別から下クンネベツまでの専用水道の長寿命化・防災減災事業によるものであ

ります。８節旅費は、補助事業協議に係る普通旅費の計上。１０節需用費から１２節委

託料までは例年同様の計上であります。 

 １０８ページをごらんください。１２節委託料の調査設計でありますが、これは電気

機器設備更新の実施設計と機器の実勢価格調査で７４４万５,０００円の計上でありま

す。１４節工事請負費は、機器更新工事で２,１２０万円の計上であります。 
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 なお、議案説明書、資料ナンバー５２に工事箇所図がつけてありますので、後ほどご

らんをいただきたいと思います。１７節備品購入費は、水道メーターの購入費でありま

す。１８節負担金補助及び交付金は、道営事業に係る北海道土地改良事業団体連合会へ

の負担金であります。 

 続きまして、２目水道費であります。これは簡易水道事業特別会計への繰出金で１億

１,８２３万８,０００円の計上であります。 

 続きまして、５款労働費１項労働諸費１目労働諸費についてでありますが、１３４万

３,０００円の予算計上であります。１節報酬から１０９ページの１８節負担金補助及

び交付金まで例年同様の計上であります。 

 ２目緊急雇用対策費につきましては１,７７３万円の計上で、昨年が骨格予算であり

ましたので、皆増となっております。１０節需用費から次のページの１５節原材料費ま

で例年同様の計上としておりますが、この事業では、建設業関係で３事業所、林業関係

で６事業所を見込んでおります。 

 次のページをごらんください。３目雇用再生対策費につきましては９３８万円の計上

でありまして、こちらも昨年が骨格予算でありましたので、皆増となっております。１

８節負担金補助及び交付金は、事業者雇用促進支援でありまして、新規就労者１４名

分、継続就労者７名分の予算を計上しております。 

 続きまして、６款農林水産業費１項農業費であります。１目農業委員会費につきまし

ては１,６９３万４,０００円の計上でありまして、昨年比８９万６,０００円の減額と

なっております。１節報酬から１１１ページの１２節委託料、１１２ページにあります

１８節負担金補助及び交付金まで例年同様の計上であります。 

 ２目農業総務費につきましては６,５２７万６,０００円の計上で、前年比１３１万

１,０００円の減額であります。この目は、職員の人件費だけでありまして、２節給料

から４節共済費まで例年同様の計上となっております。 

 １１３ページの３目農業振興費につきましては８,６８５万４,０００円の計上であり

まして、前年比１,４０４万９,０００円の増額であります。１節報酬から１０節需用費

までは例年同様の計上であります。１２節委託料、施設等改修９２万４,０００円につ

きましては、農畜産物加工研修センター横のアスパラ畑の鹿柵撤去の費用であります。

これは、高速道路の支障物件ということで、撤去するというものでありまして、これは

全額補償される見込みであります。 

 次のページをごらんください。新事業費としまして、一番上にあります農業振興地域

整備計画変更事業、この変更計画の策定を委託で行うために６９９万４,０００円の計

上であります。１７節備品購入費７１万５,０００円につきましては、地図情報管理シ

ステムの利用のために、平成２３年度から使用していますパソコンが、ウインドウズ７

の保守切れによりまして、更新の必要が生じましたので、システム込みのパソコン１台

を購入しようとするものであります。１８節負担金補助及び交付金は例年同様の計上で
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あります。この中から農業関係制度資金利子補給事業につきましては、議案説明書、資

料ナンバー５３、農業経営基盤確立資金利子補給事業と、それから一つ飛んで、陸別町

農業近代化資金利子補給事業につきましては、資料ナンバー５４、その一つ前の新農業

人育成事業は、資料ナンバー５５を後ほどごらんをいただきたいと思います。１１５

ページの中山間地域直接支払事業交付金につきましては、前年より２９９万円の増と

なっております。 

 ４目畜産業費につきましては３億６,８２３万９,０００円の予算計上でありまして、

前年比２億９,８８０万７,０００円の増額であります。これは、家畜糞尿共同処理施設

整備事業が主な要因であります。８節旅費４５万２,０００円は、家畜糞尿処理施設整

備事業関係の協議に係る普通旅費であります。そのほか７節報酬費から１３節使用料及

び賃借料まで例年同様の計上であります。 

 １１６ページの１８節負担金補助及び交付金では、バイオガスプラント事業推進協議

会の負担金、それからバイオマス産業都市連絡協議会負担金として、それぞれ１万円を

計上しております。家畜糞尿共同処理施設整備事業は、バイオガスプラントの建設事業

の実施主体であります陸別町農業環境支援公社への補助金で２億９,８１２万８,０００

円の計上であります。これは、４億円を上限としまして、前年の支出額の残額を予算計

上しております。 

 議案説明書の資料ナンバー５７に事業費の年度別見込みをつけておりますので、後ほ

どごらんをいただきたいと思います。 

 それでは、２０節貸付金ですが、こちらは、家畜導入貸付金で６,０００万円、前年

と同額であります。 

 議案説明書の資料ナンバー５６に内容を載せてございますので、後ほどごらんをいた

だきたいと思います。 

 １１７ページ、５目農地費につきましては１億９５万９,０００円の計上でありまし

て、４,８８６万４,０００円の減額であります。ここでは、農業施設管理事業で、１２

節委託料で農道の維持管理費５７６万８,０００円。１５節原材料費で２１万２,０００

円を計上するほか、道営事業等の事業によりまして、事務雑費と地元負担金等の事業費

が計上されております。 

 なお、事務雑費に当たります８節旅費から１４節使用料及び賃借料までは説明を省略

いたします。 

 土木関係では、道営農地整備事業のトマム地区で、総額１,４２５万２,０００円、同

じくトマム地区で、総額１２２万円。道営農道整備特別対策事業の中陸別地区で、総額

６,０４３万７,０００円。それから農業関係では、農業競争力強化基盤整備事業で、総

額１,９０２万４,０００円の計上となっております。 

 次のページをごらんください。ただいま申し上げました中で、１９節負担金補助及び

交付金の道営土地改良事業の地元負担金についてであります。 
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 議案説明書、資料ナンバー１０と５９の１に工事箇所図、５９の２に年度別事業計画

がつけてありますが、まず、資料ナンバー５９の２をごらんください。道営農地整備事

業のトマム地区ですが、これは平成２８年度から令和４年度までの事業でありまして、

今年度の事業費は４,０００万円、そのうち町負担分は２２.５％で９００万円でありま

す。それから道営農地整備事業のトマム地区につきましては、平成３０年から令和２年

度までの事業でありまして、今年度の事業費は５００万円で、そのうち町負担分は２

２.５％で１１２万５,０００円。道営農道整備特別対策事業の中陸別地区につきまして

は、平成３０年度から令和４年度までの事業でありまして、今年度の事業費は１億２,

０００万円で、そのうち町負担分は５０％で６,０００万円の合計７,０１２万５,００

０円であります。 

 次に、議案説明書、資料ナンバー５８をごらんください。農業競争力強化基盤整備事

業は、今年度の総額は、平成２７年度から令和２年度までの事業でありまして、今年度

の事業費は７,２１７万円、そのうち町負担分は２５％分で１,８０４万３,０００円で

あります。 

 それでは、予算書のほうにお戻りください。 

 １１８ページであります。６目営農用水管理費につきましては１億３,１４５万５,０

００円の予算計上で、前年比５,３７３万５,０００円の増額であります。上陸別地区は

４１件分で１,４２４万円、トラリ地区は２１件分で６０８万８,０００円の計上であり

ます。道営担い手畑地帯総合整備事業、第二上陸別地区事業につきましては１億１,１

１２万５,０００円の計上であります。 

 次のページをお開きください。１８節負担金補助及び交付金の道営土地改良事業地元

負担金につきましては、道営担い手畑地帯総合整備事業、第二上陸別地区事業でありま

して、議案説明書の資料ナンバー６０をごらんください。この事業につきましては、平

成２９年度から令和３年度までの事業でありまして、今年度の事業費は１億６,０００

万円、そのうち町負担分は２７.５％で４,４００万円と、補助の対象にならない町単独

分ということで４,７８０万円がございます。これを合わせまして、地元負担金が９,１

８０万円という計上となっております。 

 また予算書のほうにお戻りください。 

 １２０ページ、７目公共草地管理費については１３５万７,０００円の計上でありま

す。１節報酬から１３節使用料及び賃借料まで例年同様の計上であります。 

 ８目農畜産物加工研修センター管理費につきましては１,６８６万４,０００円の計上

でありまして、この目につきましても１節報酬から１２４ページの１８節負担金補助及

び交付金まで例年同様の予算の計上であります。 

 それでは、続きまして、２項林業費１目林業振興費についてでありますが、８,７８

８万５,０００円の予算計上で、前年比１,３７４万５,０００円の増額であります。増

額の主な内容につきましては、小規模治山事業、陸別地区で２,１９７万５,０００円の
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計上であります。この内訳につきましては、１節報酬で４５万９,０００円。８節旅費

で３万５,０００円。１０節需要費で２７万１,０００円。１２節委託料で４４０万円。

１３節使用料及び賃借料で１５万６,０００円。１４節工事請負費で１,６６５万４,０

００円の計上となっております。 

 議案説明書、資料ナンバー６１に工事箇所図をつけておりますので、後ほどごらんを

いただきたいと思います。 

 １２６ページをお開きください。１８節負担金補助及び交付金でありますが、こちら

につきましては、例年同様の事業のほかに森林環境譲与税事業が新たに計上されてござ

います。森林環境譲与税とは別でありますが、森林整備担い手対策推進事業が９０万

８,０００円で、これは３９名分。退職金共済制度加入促進事業が１５９万４,０００円

で５７名分。一つ飛びまして、林業長期就労促進担い手対策事業１００万６,０００円

は４４名分であります。民有林造林促進事業３,２４２万７,０００円、それから一つ飛

んで、未来につなぐ森づくり推進事業１,０３７万６,０００円の計上でありますが、こ

の事業につきましては、議案説明書、資料ナンバー６２に補助金の内容がありますの

で、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 次に、先ほど言いました森林環境譲与税事業についてであります。議案説明書の資料

ナンバー６３をごらんください。資料ナンバー６３につきましては、森林環境譲与税事

業の概要ということで記載をしております。まず、森林体験活動に係る施設整備としま

して、内容としましては、町内における森林の多様な利用の推進を図るために、森林教

室や散策会等の事業実施に必要な環境整備を行うとしまして、その中で、今回、ふれあ

いの森案内看板の設置を行うというものであります。費用は２９万６,０００円であり

ます。予算書は１２５ページの１２節委託料に計上しております。 

 次に、林業担い手対策推進事業としまして、十勝北部５町森林整備計画実行管理推進

チームで、林業についてＰＲを行い、林業担い手確保につなげる取り組みを行うという

ものであります。内容としましては、移住セミナーの参加に伴う旅費１１万１,０００

円であります。予算書は１２４ページの８節旅費に計上されております。 

 次の林業作業員を対象とした各種安全衛生教育等の受講に係る経費、また、作業員の

安全確保や労働環境改善に資する装備について助成を行うというもので、内容としまし

ては、安全衛生教育推進事業に６８万４,０００円、労働確保及び労働環境整備事業に

３０７万９,０００円を計上しております。この予算は、予算書の１２６ページの１８

節で３７６万３,０００円、合わせて３８７万４,０００円の計上となっております。 

 最後に、森林作業道補修事業でありまして、当該年度または翌年度以降、計画的に森

林整備が予定されている民有林で、森林整備実施に支障のある作業道等の修繕に対し補

助を行うものであります。森林作業道補修事業としまして１,４６４万８,０００円の計

上であります。予算書は１２６ページの１８節でありまして、この森林環境譲与税事業

につきましては、総額１,８８１万８,０００円を計上しております。これは全て基金に
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よって賄うというものであります。 

 それでは次に、１２７ページから説明をいたします。１２７ページ、２目狩猟費につ

きまして、５８０万２,０００円の予算計上で、前年比５０万１,０００円の増額であり

ます。１節報酬、７節報償費で、タヌキの駆除分が加わっております。１８節負担金補

助及び交付金まで例年同様の計上となっております。 

 ３目林道新設改良費につきましては３,６０２万６,０００円の計上であります。経営

林道東トマム高台線改良事業に今年度から着手しまして、今年度の事業費は、改良工事

は４５０メートルで２,０６０万５,０００円であります。 

 議案説明書、資料ナンバー６４に工事箇所図をつけてありますので、後ほどごらんを

いただきたいと思います。 

 １２８ページをお開きください。この目では、このほか林道管理事業としまして、１

２節委託料で、舗装補修等に７８万１,０００円、側溝整備等事業に４路線１,０７９万

８,０００円、原材料費としまして１７５万５,０００円、のり面補修事業としまして３

路線、２６２万７,０００円を計上しております。 

 議案説明書、資料ナンバー６５にこれらの工事箇所図をつけてありますので、後ほど

ごらんをいただきたいと思います。 

 続きまして、７款商工費１項商工費１目商工総務費でありますが、１,７３９万２,０

００円の計上でありまして、前年比１,７０１万１,０００円の減額であります。この目

につきましては、２節給料から１２９ページ４節共済費まで、職員の人件費の計上であ

りまして、前年より１名減の計上となっております。 

 ２目商工振興費は１億２,２９９万８,０００円の計上でありまして、前年比１,０６

７万１,０００円の増額であります。１８節負担金補助及び交付金のプレミアム商品券

発行事業、日産自動車購入助成事業は、昨年が骨格予算で計上がありませんでしたの

で、この分の増額となっております。７節報償費から次のページの２０節貸付金までは

例年同様の計上であります。 

 なお、議案説明書、資料ナンバー６６に陸別町商工会補助金算出表がつけてあります

ので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 次のページに移りまして、３目観光費２,１０７万円の計上であります。前年比１６

３万３,０００円の増額です。１３１ページ１７節備品購入費につきましては、イベン

ト用テントの購入でありまして、既存テントの汚損による屋根のみ、大４張り、小２張

りと、それからイベント時の雨天時対応用として５セット分、合わせて１５４万８,０

００円の計上であります。そのほか８節旅費から１８節負担金補助及び交付金まで例年

同様の計上であります。 

 ４目公園費につきましては６７３万２,０００円の計上であります。１０節需用費か

ら次の１３３ページの１５節原材料費まで前年同様の計上であります。１３３ページに

なります。１７節備品購入費は、イベントセンター用の消火器１基の更新と、北稜岳の
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山小屋用のまきストーブ１台の購入で１２万９,０００円の計上です。 

 ５目消費者対策費につきましては１２２万８,０００円の計上で、７節報償費から１

８節負担金補助及び交付金まで前年同様であります。 

 次に、１３４ページです。８款土木費１項土木管理費１目土木総務費につきましては

４,８４６万８,０００円の計上であります。今年度は、災害等に対応する建設課用の車

両につきまして、備荒資金組合の資金を利用しまして、四輪駆動車１台を購入する予算

を計上しております。備荒資金組合で費用を支払いまして、町で譲渡を受けて５年で償

還するというものであります。係る経費としまして、新たに燃料費、自動車損害保険

料、譲渡事業の償還金、これは利子分です。それから自動車重量税の予算を計上してお

ります。本件以外、他の節につきましては前年同様であります。 

 １３６ページに移りまして、２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費につきまし

ては２,２９９万３,０００円の予算計上であります。１０節需用費から２６節公課費ま

で、ほぼ前年同様の計上でありますが、１２節委託料の測量試験費は、周辺の北海道の

用地の売買に伴いまして、町道上陸別浄水場ほか用地確定測量１９１万４,０００円の

計上であります。 

 ２目道路維持費につきましては１億５,７６１万５,０００円の計上でありまして、前

年比２,６２７万８,０００円の増額であります。１４節工事請負費、町道補修修繕工事

につきましては、町道法面補修事業は、弥生山沿線外１１路線、２,６４３万３,０００

円。町道新町１号通りで１,０９４万５,０００円。排水整備工事は、町道奥斗伏線外２

路線で１,４６３万円を計上しております。 

 議案説明書、資料ナンバー６７に業務工事箇所図をつけておりますので、後ほどごら

んをいただきたいと思います。 

 その他１０節から１５節につきましては例年同様の計上であります。 

 １３８ページをごらんください。３目橋りょう維持費につきましては１億２,２４７

万円の計上で、前年比２,１３０万２,０００円の増額であります。１２節委託料は、陸

別橋外１橋の測量試験費２,４２０万円と積算資料作成の５０万円であります。１４節

工事請負費は、共和橋外１橋の補修工事９,７５０万円の計上でありまして、いずれも

橋梁長寿命化修繕事業交付金事業で執行する予定となっております。 

 議案説明書、資料ナンバー６８に工事箇所図をつけておりますので、後ほどごらんを

いただきたいと思います。 

 ４目道路新設改良費に移ります。道路新設改良費につきましては１億３６５万円の計

上で、前年比８,０５４万８,０００円の増額であります。１３９ページのほうをごらん

ください。１２節委託料は、町道新町５号通りの測量試験費３９８万２,０００円の計

上。１４節工事請負費、道路改良工事６,４５３万円は、町道新町５号通りが延長６４

メートル、町道宮下通りが延長１３５メートル、町道トマム川沿線が４２０メートルで

あります。歩道改良工事は３,３３５万４,０００円、これは、町道東１条仲通りで延長
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が２１５メートルの舗装工事となっております。 

 議案説明書、資料ナンバー６９に箇所図がつけてありますので、後ほどごらんをいた

だきたいと思います。 

 続きまして、５目街路灯費は９７６万７,０００円の計上であります。６０２万２,０

００円の増額でありまして、昨年が骨格予算で、街路灯のＬＥＤ工事費は６月の補正で

計上しておりますので、この分が皆増となっております。１０節需用費は、電気料で前

年同様。１４節工事請負費は、街路灯ＬＥＤ化工事で、町道東１条仲通りの１０基を実

施します。 

 議案説明書、資料ナンバー７０に箇所図がつけてありますので、後ほどごらんをいた

だきたいと思います。 

 次に、１４０ページに移ります。３項河川費１目河川総務費につきましては５５１万

４,０００円の計上で、４０３万６,０００円の増額であります。１４節工事請負費は、

普通河川上斗満川護岸補修、延長１０メートル、３７４万円を計上しております。 

 議案説明書、資料ナンバー７１に箇所図がつけてありますので、後ほどごらんをいた

だきたいと思います。 

 このほか１０節需用費から１８節負担金補助及び交付金までは例年同様の計上であり

ます。 

 ４項住宅費１目住宅管理費につきましては２,１８３万５,０００円の計上でありま

す。この目は、公園住宅の管理経費の計上でありまして、８節旅費から次のページにな

ります１８節負担金補助及び交付金まで例年同様の計上であります。 

 なお、１４節工事請負費は、第１若葉団地ほか、給湯器の更新と、つつじヶ丘団地内

の外構内灯のＬＥＤ化工事で５０８万２,０００円の計上となっております。 

 次のページに移りまして、２目住宅建設費につきましては７,８５９万６,０００円の

予算計上で、前年比７,０６９万２,０００円の減額となっております。この目は、社会

資本整備総合交付金事業であります。１２節委託料は、新町団地集会所の実施設計７８

１万円。１４節工事請負費は、新町団地公営住宅Ｘ、Ｙ棟と新町交流館の解体工事で

４,１８０万円、第２新町団地７棟１４戸、共栄団地３棟１２戸の屋根防水、外壁塗装

工事で２,５７４万円、新町団地造成工事２６５万１,０００円の計上となっておりま

す。 

 議案説明書、資料ナンバー７２の１と２に箇所図がつけてありますので、後ほどごら

んをいただきたいと思います。 

 １４３ページになりますが、５項下水道費１目下水道費につきましては９,５４４万

６,０００円の計上で、前年比３１７万５,０００円の減額であります。公共下水道事業

特別会計への繰出金であります。 

 続きまして、９款消防費１項消防費１目消防費についてでありますが、２億６６４万

６,０００円の計上で、前年比３,８５７万８,０００円の増額であります。２億２８３
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万４,６４０円につきましては、十勝広域消防事務組合への負担金が１億５,８００万

４,０００円、陸別消防団に係る費用が４,４８３万６４０円となっております。１節報

酬から次のページの１３節使用料及び賃借料につきましては前年同様の計上でありま

す。１４５ページをごらんください。１７節備品購入費、公用車は、平成７年購入の消

防ポンプ自動車陸別３号の更新であります。 

 議案説明書、資料ナンバー７３に車両の仕様等の資料をつけておりますので、後ほど

ごらんをいただきたいと思います。 

 次に、１８節負担金補助及び交付金の十勝広域消防事務組合の負担金であります。こ

の中には、新規のものとして、陸別消防署の車庫のオーバースライドシャッターの改修

費２７０万６,０００円、組合ネットワーク基盤構築経費３４９万３,０００円が含まれ

ております。この消防費負担金の内訳につきましては、本書の１９５ページから１９８

ページに掲載されておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 ２目災害対策費につきましては８０２万２,０００円の計上であります。前年比７３

７万２,０００円の増。１節報酬ですが、ことしは総合防災訓練の実施の費用を計上し

ておりまして、防災会議の開催回数の増に伴います６万３,０００円の増。次のページ

に移りまして、７節報償費は、防災訓練経費。８節旅費は、Ｊアラートの操作説明会へ

の参加旅費。１２節委託料の防災地図作製は、町内の全世帯配布用の最新の防災マップ

の作製で２４６万１,０００円の計上。１７節備品購入費は、開発局の防災情報システ

ム用端末パソコンのウインドウズ７の保守切れに伴う更新で１７万１,０００円の計

上。１８節負担金補助及び交付金の北海道総合行政情報ネットワークは、気象情報、警

報や注意報、それから地震情報などの情報提供を初め、衛星通信を利用して、災害等の

通信手段となるものであります。今回、北海道からの通知によりまして、今年度更新す

るための負担金として３６４万７,０００円を計上しております。これは、緊急防災減

災対策事業債が充当されます。 

○議長（本田 学君） 昼食のため、午後１時まで休憩します。 

                           休憩 午後 ０時０１分 

                           再開 午後 １時００分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） それでは、午前中の説明に引き続き、説明をさせていただき

ますが、１点、午前中の説明の中で、口頭で説明した部分の訂正をさせていただきたい

と思います。 

 予算書１０４ページの４款衛生費２項清掃費１目清掃総務費の１８節負担金補助及び

交付金のし尿搬送助成金について、区域内の単価を１リットル当たり４.５円と申しま

したが、４.６円の誤りでありましたので訂正をさせていただきたいと思います。申し

わけありませんでした。 
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 それでは、続きまして、１４７ページから入りたいと思います。 

 １４７ページ、１０款教育費１項教育総務費１目教育委員会費につきましては１６５

万円の計上でありまして、１節報酬から次のページ、１８節負担金補助及び交付金まで

前年同様の計上であります。 

 ２目事務局費につきましては１億４,０７１万４,０００円の計上で、前年比１,１９

２万７,０００円の減額であります。減額の主な要因につきましては、人事異動等によ

る人件費で６２４万２,０００円の減。令和２年度、３年度建設予定の職員住宅の実施

設計分ということで、昨年５３４万４,０００円を計上しておりましたので、この分が

減となっております。職員人件費につきましては、２節給料から４節共済費までが減額

でありますけれども、内容としましては、例年同様の計上をしております。 

 １５０ページをお開きください。１２節委託料で、昨年の実施設計分を除きまして、

８節旅費から１３節使用料及び賃借料まで例年同様の計上であります。１４節工事請負

費は、下陸別の教員住宅１棟２戸の建てかえであります。既存住宅の解体、それから新

築で４,８３１万６,０００円、外構で４８８万４,０００円の計上であります。 

 議案説明書、資料ナンバー７４に職員住宅建設建てかえ予定位置図をつけております

ので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 １７節備品購入費は、新築住宅の物置、それから建物内の照明器具の計上でありま

す。１８節負担金補助及び交付金は例年同様で。１５１ページ、２０節貸付金になりま

すが、奨学資金で高校５名分、大学６名分と、旧制度利用者１名分の１２名分で５６４

万円の計上であります。 

 ２目教育振興費につきましては１,４０３万円の計上であります。この中には、英語

指導助手招聘事業として５０５万６,０００円が含まれております。１節報酬から次の

ページの２６節公課費まで前年同様の計上であります。 

 １５３ページをごらんください。４目スクールバス運行管理費につきましては４,５

１８万５,０００円の計上で、前年比１,３８９万８,０００円の増額であります。１０

節需用費から１２節委託料は、運行に係る経費でありまして、前年同様の計上でありま

すが、今年度は、平成８年に購入し、現在、殖産トラリ線を運行しております２９人乗

りのスクールバス１台の更新費用、総額で９６８万４,０００円を計上しております。 

 議案説明書、資料ナンバー７５に車両の仕様等の資料をつけておりますので、後ほど

ごらんをいただきたいと思います。 

 １５４ページです。５目教育研究所費につきましては４２万円の計上であります。１

節報酬から１８節負担金補助及び交付金まで前年同様の計上であります。 

 ２項小学校費１目学校管理費は２,３６５万９,０００円の計上で、前年比３８６万

６,０００円の増額であります。１節報酬から次のページの１３節使用料及び賃借料ま

では前年同様の計上であります。 

 １５６ページに移りまして、１４節工事請負費であります。学校改修は、昨年から実



― 29 ― 

施しております小学校の軒天改修でありまして、今年度は多目的室の東側７６.４メー

トル、２４５万３,０００円を計上しております。 

 議案説明書、資料ナンバー７６に工事箇所図をつけておりますので、後ほどごらんを

いただきたいと思います。 

 １７節備品購入費には、多目的室用のエアコン１台、それからワイヤレスマイク１

本、消火器１８基の購入で１１２万５,０００円を計上しております。そのほかは例年

同様の計上であります。 

 なお、多目的室用のエアコンですが、これは学童保育所に設置されることとなりま

す。 

 １５７ページの２目教育振興費につきましては１,６８１万１,０００円の計上で、７

８５万６,０００円の増額であります。１０節需用費の消耗品費には、令和２年度から

教科書が変わりますことから、全教科の教育用指導書の購入としまして１６４万円、教

育ソフト２４台分１１７万２,０００円が含まれております。１７節備品購入費には、

シンクライアントの更新３台分ほか３３万６,０００円を含んでおります。１８節負担

金補助及び交付金の給食費補助金は、１０２名分５１４万１,０００円、修学旅行費交

付事業交付金は２０名分２０万円の計上であります。次のページをごらんください。２

２節償還金利子及び割引料につきましては、昨年購入しましたパソコンの備荒資金組合

への償還金３８０万２,０００円であります。 

 次の３項中学校費１目学校管理費は１,９６１万３,０００円の計上であります。１０

節需用費から１６０ページの１８節負担金補助及び交付金まで例年同様の計上でありま

す。 

 １６０ページです。２目教育振興費は１,１４０万２,０００円の計上で、前年比５０

２万５,０００円の増額であります。１０節需用費の消耗品には、昨年購入しましたパ

ソコン用のセキュリティーソフトの購入代６５万７,０００円。１２節委託料のイン

ターネット環境整備は、学校内のＷｉ－Ｆｉ利用のためのアクセスポイントの設置とい

うことで、２５万１,０００円を計上しております。１８節負担金補助及び交付金につ

きましては、学校給食費補助費で４６名分２８０万６,０００円、修学旅行費交付事業

交付金で１３名分３９万円であります。２２節償還金利子及び割引料につきましては、

こちらも昨年購入しましたパソコンの備荒資金組合への償還金３３７万３,０００円で

あります。 

 続きまして、４項社会教育費１目社会教育総務費で２,０２４万１,０００円の計上で

あります。前年比１,０７４万３,０００円の増額であります。増額の主な要因につきま

しては、昨年が骨格予算でありましたので、補助金のうち文化芸術鑑賞事業「あかえ

ぞ」発刊事業、中学生等海外研修派遣事業、冒険・体感ｉｎとうきょう事業の計上によ

るものです。この目では、成人記念行事開催事業で１３万２,０００円、文化祭開催事

業で２５万円、文化芸術鑑賞事業で２００万円、あかえぞ発刊事業で８２万５,０００
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円、社会教育指導員設置事業で８３万４,０００円、学童保育所指導員設置事業で５４

７万２,０００円、中学生等海外研修派遣事業で、生徒１４名の参加を見込みまして４

４７万５,０００円、冒険・体感ｉｎとうきょう事業では、児童２０名の参加を見込ま

して３２９万３,０００円、これらが主な内容であります。１節報酬から１６４ページ

の２１節補償補塡及び賠償金までの計上となっております。 

 続きまして、１６４ページをお開きください。２目公民館費１,１８４万６,０００円

の計上であります。７節報償費から１６６ページの１８節負担金補助及び交付金まで例

年同様の計上でありますが、１６５ページの１２節委託料の施設改修費としまして、公

民館の階段の手すり設置１８万９,０００円を計上しております。 

 続きまして、１６６ページです。３目文化財保護費についてでありますが、１８０万

１,０００円の計上であります。１節報酬から１８節負担金補助及び交付金まで例年同

様の計上でありますが、この中のうち１２節委託料の備品整備につきましては、関寛斎

の紙芝居の製作委託５４万４,０００円の計上でありまして、ふるさと科の事業などで

使用したい考えであります。 

 ５項保健体育費１目保健体育総務費につきましては３１０万７,０００円の計上で、

１節報酬から１８節負担金補助及び交付金まで前年同様の計上であります。 

 １６８ページになります。２目体育施設費１,８６９万８,０００円の計上で、前年比

５３９万６,０００円の増額であります。増の主な理由につきましては、スケートリン

クの造成、管理等の委託料が昨年は６月補正での計上だったことによるものでありま

す。１節報酬から次のページの１７節備品強入費まで例年同様の計上であります。 

 １７０ページに移ります。３目学校給食費は５,５７３万４,０００円の計上でありま

して、前年比２６５万４,０００円の減額であります。減額の主な要因としましては、

１節報酬の会計年度任用職員の報酬で、昨年は賃金でしたが、給食調理員の嘱託員が２

名から１名となったことによるものであります。その他２節給料から２６節公課費まで

例年同様の計上でありますが、この中から１７節備品購入費でありますが、これは給食

センター用の洗濯機１台と掃除機１台の購入費２８万２,０００円の計上であります。 

 続きまして、１７３ページに移ります。１７３ページ、１１款災害復旧費１項農林水

産業施設災害復旧費１目農業用施設災害復旧費については１０万４,０００円の計上で

あります。 

 ２目林業用施設災害復旧費につきましては４万６,０００円の計上であります。いず

れも前年同様の計上となっております。 

 １７４ページです。２項公共土木施設災害復旧費１目道路橋りょう災害復旧費につき

ましては８万８,０００円の予算計上で、こちらも前年同様の計上。 

 １２款公債費１項公債費１目元金と２目利子につきましては、合わせて５億７,１５

８万４,０００円の予算計上であります。前年比２,８１３万円の増額になっておりま

す。公債費の償還に当たりましては、今年度、減債基金の２億円を取り崩しております
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けれども、減債基金につきましては、一般財源としての充当となっておりますので、財

源内訳の中には入ってきておりません。 

 １３款予備費につきましては、例年同様４００万円の計上であります。 

 なお、１８３ページ以降に予算に関する各種調書等がございますので、後ほどごらん

をいただきたいと思います。 

 以上で、歳出を終わりまして、次に、歳入の説明に移ります。 

 歳入、１４ページをお開きください。 

 １４ページ、２、歳入であります。 

 １款町税１項町民税１目個人は１億１,１３９万１,０００円の計上であります。前年

比１０４万３,０００円の増額となっています。昨年当初に比べまして、給与所得、農

業所得等の増に伴う計上であります。 

 ２目法人は１,６３５万２,０００円の計上で、前年比１９４万円の増額であります。

昨年当初に比べて、法人所得の増に伴う計上であります。 

 ２項固定資産税１目固定資産税は１億６,８１３万４,０００円の計上でありまして、

前年比３７３万円の増額であります。新築家屋の増に伴う増となっております。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金は７０５万３,０００円の計上。 

 ３項軽自動車税１目環境性能割は９８万８,０００円の計上で、これは北海道から示

されました算定方法による金額の計上であります。新規登録として９０台を見込んでお

ります。 

 ２目種別割は６５４万４,０００円の計上で、昨年１０月からの制度改正によりまし

て、皆増ということで、１,２１３台の見込みであります。 

 ３目軽自動車税は１万４,０００円の計上であります。こちらは、制度改正によりま

して、種別割に移行しましたので、滞納繰り越し分のみの計上となっております。 

 続きまして、４項町たばこ税１目町たばこ税１,８５８万２,０００円の計上でありま

す。前年と比較しまして３５万９,０００本の減となっております。前年比として１３

３万９,０００円の減であります。 

 ２款地方譲与税１項自動車重量譲与税１目自動車重量譲与税は５,５９１万２,０００

円。 

 ２項地方揮発油譲与税１目地方揮発油譲与税は２,０１５万５,０００円の計上。 

 ３項地方道路譲与税１目地方道路譲与税は科目存置であります。 

 ４項森林環境譲与税１目森林環境譲与税は２,５２０万円の計上でありまして、国の

積算方法による計上であります。 

 次のページに移ります。３款利子割交付金１項利子割交付金１目利子割交付金は３４

万円の計上。 

 ４款配当割交付金１項配当割交付金１目配当割交付金は５９万４,０００円の計上。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金１項株式等譲渡所得割交付金１目株式等譲渡所得割交付
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金は５０万２,０００円の予算計上。 

 ６款地方消費税交付金１項地方消費税交付金１目地方消費税交付金は５,８９２万４,

０００円の計上。 

 ７款環境性能割交付金１項環境性能割交付金１目環境性能割交付金は１,２５６万３,

０００円の計上で、前年比６４９万５,０００円の増額です。これは、昨年１０月に自

動車取得税にかわり創設された交付金となっております。 

 続きまして、８款地方特例交付金１項地方特例交付金１目地方特例交付金は７１万

７,０００円。 

 次の子ども・子育て支援臨時交付金は廃目であります。 

 ９款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税は２０億５,８００万３,０００円の予

算計上でありまして、前年比８,８９９万円の増額の計上としております。 

 １０款交通安全対策特別交付金１項交通安全対策特別交付金１目交通安全対策特別交

付金は科目存置であります。 

 続きまして、１１款分担金及び負担金１項分担金１目農林水産業費分担金、これは農

業競争力基盤整備事業の分担金で、道営草地の受益者分担金１,１３９万２,０００円の

計上であります。 

 次のページに移ります。２項負担金１目民生費負担金は、老人福祉施設入所者措置等

徴収金で、町外の養護老人ホームの入居者１名分であります。 

 １２款使用料及び手数料は、実績に基づきまして計上しております。 

 １項使用料１目総務使用料は４,３９０万１,０００円の計上で、前年比３２４万３,

０００円の増額であります。１節行政財産使用料から５節銀河の森宇宙地球科学館等使

用料まで、前年同様の計上でありますが、ふるさと交流センター、それからコテージの

利用増に伴う増額となっております。 

 続きまして、２目民生使用料は６３１万１,０００円の予算計上であります。１節老

人福祉使用料は、福寿荘の使用料で、入居者８名分とショートステイ１名分。２節児童

福祉使用料は、保育所の広域保育入所料で４名分であります。３節福祉住宅使用料は、

からまつハウスの入居者６名分。 

 ３目衛生費使用料は６０２万６,０００円の計上であります。１節保健衛生使用料

は、公衆浴場の使用料で７,７６３名分。２節水道使用料は、小利別地区の専用水道料

３５件分であります。 

 ４目農林水産使用料は５０１万５,０００円の予算計上であります。１節農林水産使

用料は、農畜産物加工研修センターの使用料。２節営農用水使用料は、上陸別地区４１

件分、トラリ地区２１件分であります。 

 次のページに移りまして、５目商工使用料は２万３,０００円の計上で、１節公園使

用料は、イベント広場の使用料。 

 ６目土木使用料は６,３９０万７,０００円の予算計上であります。１節道路橋りょう
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使用料は、道路占用料２６件分。２節河川使用料は２２件分。３節住宅使用料は、公営

住宅で１１４戸、改良住宅で２７戸、特定公共賃貸住宅で４９戸分の使用料でありま

す。４節集会所使用料は科目存置。 

 ７目教育使用料は２０７万３,０００円の予算計上であります。１節社会教育使用料

は、公民館及び公民館の陶芸室の使用料。２節資料館使用料は、関資料館の入館料で６

８４名分。３節学童保育所使用料は３５名分であります。 

 ２項手数料も実績に基づき、各項目ごとに計上しております。 

 １目総務手数料は、１節総務手数料で１０７万７,０００円。 

 次のページ、２目衛生手数料は、１節衛生手数料、２節水道手数料で８２４万７,０

００円。 

 ３目農林水産手数料は、１節営農用水手数料で１万２,０００円の計上であります。 

 続きまして、１３款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金は１億２,４３２万

円の計上であります。１節社会福祉費負担金の国民健康保険基盤安定負担金につきまし

ては、国保軽減措置に対する保険者支援分で、７０５万３,０００円の２分の１、障害

者介護給付費負担金から低所得者保険料軽減負担金につきましても２分の１の国庫負担

分であります。２節児童福祉費負担金の被用者児童手当負担金から次のページの中学修

了前負担金まで、児童手当分で、ルール計算による国の負担分であります。障害者介護

給付費負担金から障害児相談支援費負担金までにつきましても２分の１の国の負担。子

どものための教育・保育給付費負担金は、３歳児以上が基準額２,８８０万円の５０

％、１歳児、２歳児が基準額１８０万円の５５.２％で、合わせて１,５３９万３,００

０円の計上となっております。 

 続きまして、２目衛生費負担金は８万２,０００円の計上です。 

 ２項国庫補助金１目総務費補助金１７７万２,０００円の計上であります。１節総務

管理費補助金は、社会保障・税番号制度導入整備補助金で、通知カード、個人番号カー

ド関連事務委託分１００％分と、地方創生推進交付金事業の２分の１の補助分でありま

す。 

 ２目民生費補助金は２６１万２,０００円の計上でありまして、１節社会福祉費補助

金、地域生活支援事業の２分の１の補助。３節児童福祉費補助金は、子ども・子育て支

援交付金で３分の１の補助であります。 

 ３目衛生費補助金は１,３７５万円の計上であります。１節専用水道費補助金、団体

営整備事業補助金は、小利別専用水道の機器更新事業に係る５５％分の補助でありま

す。 

 次のページに行きます。４目土木費補助金は１億２７４万５,０００円の計上であり

ます。１節道路橋りょう費補助金は、橋梁長寿命化修繕事業で、上陸別橋、紅葉橋の測

量試験費と共和橋、蹄橋の補修工事に係る６６％分の補助。２節住宅費補助金は、公営

住宅の解体・改修、新町集会所の設計など社会資本整備総合交付金で、これは４５％か
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ら５０％分の補助となります。 

 ５目消防費補助金１節災害対策費補助金、これも社会資本整備総合交付金で、防災

ブック作製に係る補助１２３万円の計上であります。 

 ４目教育費補助金は３７８万７,０００円の計上。１節小学校費補助金、２節中学校

費補助金の特殊教育就学奨励費補助金は２分の１の補助。３節教育総務費補助金は、ス

クールバス購入に係る補助金３７１万円の計上であります。 

 ３項委託金１目総務費委託金、２目民生費委託金は、合わせて１３８万４,０００円

の計上でありますが、これは平年ベースの計上となっております。 

 次に、１４款道支出金１項道負担金１目民生費負担金は７,６７４万３,０００円の計

上であります。１節社会福祉費負担金の民生費負担金は定額です。国民健康保険事業保

険基盤安定負担金につきましては、国保軽減措置に対する保険者支援分で４分の１分、

後期高齢者医療保険基盤安定負担金につきましては４分の３分。障害者介護給付費負担

金から低所得者保険料軽減負担金までについては、４分の１の道の負担分であります。

２節児童福祉費負担金の被用者児童手当負担金から次のページの特例給付費負担金まで

は、児童手当分で、ルール計算による道の負担分。障害者介護給付費負担金から障害児

相談支援費負担金までについても４分の１の道の負担金となっております。 

 ２６ページの、ただいま説明の一番下になります。子どものため教育・保育給付費負

担金は、３歳児以上が、先ほど言いました基準額の２,８８０万円の２５％、１歳児、

２歳児分が基準額１８０万円の２２.４％で、合わせて７６０万３,０００円の計上と

なっております。 

 ２目衛生費負担金は、１節保健衛生費負担金、療育医療費負担金は４万１,０００円

であります。 

 ２項道補助金１目総務費補助金は８５万円の計上。１節総務管理費補助金、地域づく

り総合交付金は、防災備蓄品に対する２分の１の補助と、地方創生交付金事業の４分の

１の補助であります。 

 ２目民生費補助金は９２７万円の予算計上でありまして、１節社会福祉費補助金は記

載のとおりとなっております。 

 ２７ページの権利擁護人材育成事業につきましては、議案説明書、資料ナンバー４５

の１と２につけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 また、その下、冬期生活支援事業補助金につきましては、今年度からは新規に始める

事業であります。例年、道の補助としまして、上限１００万円の２分の１、５０万円の

補助がありますので、それを充当することとして５０万円を計上しております。２節児

童福祉費補助金は、子ども・子育て支援交付金で、国庫補助と同額の計上であります。

保険料軽減支援事業費補助金は、多子世帯の保育料軽減措置分１０万７,０００円の計

上です。 

 ３目衛生費補助金は６９万１,０００円で例年同様の計上。 
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 ４目農林水産業費補助金は９,１４３万６,０００円の計上であります。１節農業費補

助金、２節林業費補助金につきましても例年同様の計上であります。 

 ２８ページです。５目商工費補助金は８２万５,０００円の計上。 

 ６目教育費補助金は６万３,０００円の計上でありまして、こちらもいずれも例年同

様の計上であります。 

 ３項委託金は１目総務費委託金から５目土木費委託金まで合わせて８１８万２,００

０円の計上でありますが、権限移譲などによる委託金でありまして、例年同様の計上で

あります。 

 なお、２９ページの一番上になります。４節統計調査費委託金は、今年度が国勢調査

等の実施年でありますことから、例年より１８７万６,０００円が増となっておりま

す。 

 ３０ページに移ります。１５款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入は４,１

８８万１,０００円の計上です。１節土地建物貸付料は例年同様の計上でありますが、

移住産業研修センターにつきましては、昨年より２名増の８名、満室で計上しておりま

す。２節通信設備貸付収入は、光ファイバー網の貸付収入で５４４件分であります。 

 ２目利子及び配等金は２４６万３,０００円の計上で、次のページに記載しています

森林環境譲与税基金利子を加えております。 

 それでは、次のページ、３１ページの２項財産売払収入に移ります。２項財産売払収

入１目不動産売払収入につきましては、１節土地売払収入、２節建物売払収入ともに科

目存置であります。 

 ２目物品売払収入は５８２万６,０００円の計上で、町有林素材売払収入となってお

ります。 

 次の３２ページですが、１６款寄附金１項寄附金１目一般寄附金、２目指定寄附金、

これはともに科目存置。 

 １７款繰入金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金は２億円。 

 以下、２目減債基金繰入金２億円。３目ふるさと整備基金繰入金１,０２０万円。４

目いきいき産業支援基金繰入金１億３７０万円。５目ふるさと銀河線跡地活用等振興基

金繰入金１,２００万円。６目町有林整備基金繰入金１,９３０万円。７目地域福祉基金

繰入金３,４３０万円。次のページに移りまして、８目公共施設等維持管理基金繰入金

５,５７０万円。９目学校給食センター管理運営基金繰入金２,４００万円。１０目ス

ポーツ振興基金繰入金５０万円。１１目森林環境譲与税基金繰入金１,８８１万８,００

０円。合わせまして６億７,８５１万８,０００円を取り崩しまして、各事業に充当して

おります。 

 なお、平成３０年度末から令和２年度末の現在高の見込み額を記入しました基金別積

立金の状況については、議案説明書、資料ナンバー４につけてありますので、後ほどご

らんをいただきたいと思います。 
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 １８款繰越金１項繰越金１目繰越金は、前年度繰越金で１,０００万円の計上。 

 １９款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目延滞金は５万円で、前年同額の計上。 

 ２目加算金は科目存置です。 

 ２項町預金利子１目町預金利子は２万２,０００円の計上。 

 ３項貸付金元利収入１目家畜導入貸付金収入は３,７１０万９,０００円の計上で、約

定償還分であります。 

 ２目貸付金元利収入は８,０００万４,０００円の計上で、信用保証協会の貸付金８,

０００万円と、ほか記載のとおりであります。 

 ３目奨学資金貸付金収入は４０万２,０００円の計上で、５名分であります。 

 ４項雑入１目滞納処分費は科目存置。 

 ２目弁償金は２万８,０００円の計上で、記載のとおりであります。 

 ３６ページに移りまして、３目雑入は５,６６９万５,０００円の計上で、いずれも例

年同様の計上となっております。１節介護予防支援報酬は、介護予防サービス計画作成

に係る報酬で１８０件分。２節居宅介護支援報酬は、居宅介護サービス計画作成に係る

報酬で４６８件分。３節高齢者福祉施設負担金、福寿荘の入居者、ショートステイの利

用者の食事代などの実費負担分となっております。４節学校給食費等ですが、食材の購

入代金の高騰、それから消費税増税を踏まえまして、十勝管内の状況なども総合的に勘

案して、今年度より、現行より５％の給食費を増額としております。単価についての改

定を行っておりますが、本件につきましては、議案説明書、資料ナンバー２７に算定資

料をつけてありますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。この学校給食費で

すが、小学校が１０２名分、中学校４６名分、保育所４８名分、職員等が５４名分と

なっております。５節電話使用料、６節電気等使用料は記載のとおりであります。３７

ページからの７節雑入は３,２２５万２,０００円の計上で、昨年より２２１万５,００

０円の増となっております。社会保険料等個人負担金につきましては、労働保険料のみ

の計上としまして、昨年より６９０万７,０００円の減。３８ページの下から４番目の

高速道路の工事施工に係る支障物件の移設補償で７９０万１,０００円の計上などが主

な増減の内容となっております。 

 それでは、３９ページに移りまして、４目過年度収入は３７５万８,０００円の計上

で、前年比９５万８,０００円の増。１節林業費補助金過年度収入につきましては、令

和元年度分の森林環境保全整備事業のうちの準備地ごしらえ分の補助金の収入でありま

す。２節保健衛生費負担金も令和元年度分です。 

 続きまして、２０款町債は、全体で９億２,９７０万円であります。 

 １目総務債は８,８７０万円の計上、前年比１６０万円の減。２目衛生費は４,０９０

万円の計上で、皆増。３目農林水産業費は４億９,４７０万円の計上で、前年比３億２,

８６０万円の増。４目土木費は１億４,８４０万円の計上で、前年比４,７８０万円の

増。５目消防費は３,３６０万円で、皆増。６目教育債は５,８７０万円の計上で、前年
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比２０万円の増。７目臨時財政対策債は６,４７０万円の計上で、前年比８００万円の

減であります。 

 なお、３７ページの１目総務債１節総務債の過疎地域自立促進特別対策事業６,１１

０万円につきましては、議案説明書、資料ナンバー２６に事業の一覧表がついておりま

すので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 ４１ページの一番下になりますが、自動車取得税交付金につきましては廃款でありま

す。 

 以上で、歳入を終わりまして、次に、７ページをお開きください。 

 ７ページは、第２表債務負担行為であります。 

 事項、期間、限度額で、令和２年度大家畜特別支援資金の融通に係る利子助成は、令

和３年度から令和２７年度、３４８万９,０００円。令和２年度陸別町農業近代化資金

利子補給は、令和３年度から令和１１年度で３２８万８,０００円。令和２年度陸別町

中小企業経営安定資金利子補給につきましては、令和３年から令和１２年度、２１５万

円。北海道市町村備荒資金組合防災資機材の譲渡代金、建設管理用車両ですが、令和３

年度から令和６年度の２５５万２,０００円であります。 

 次に、第３表地方債であります。 

 まず、起債の目的と限度額でありますけれども、公共事業等につきましては１００万

円、中斗満地区農地整備事業であります。一般単独事業の緊急防災減災対策事業につき

ましては３,１２０万円で、防災行政無線整備事業２,７６０万円、北海道総合行政情報

ネットワーク更新事業３６０万円であります。 

 一般単独事業の緊急自然災害防止対策事業は５,１９０万円で、事業内容について

は、陸別地区小規模治山事業、以下記載のとおりであります。次のページに移っていた

だきます。８ページの中段になりますが、過疎対策事業につきましては７億８,０９０

万円で、事業につきましては、過疎地域自立促進特別事業、このほか記載のとおりと

なっております。９ページの下から２番目、臨時財政対策債は６,４７０万円、合計で

９億２,９７０万円であります。 

 起債の方法につきましては、普通貸借または証券発行。利息は４.０％以内。ただ

し、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法は、借入先

の融通条件による。ただし、町財政の都合により据え置き期間の短縮もしくは繰上償還

をすることができるであります。 

 以上で、議案第２０号の説明を終わりまして、次に、議案第２１号に移ります。 

 国保事業会計の特別会計です。 

 議案第２１号令和２度陸別町の国民健康保険事業勘定特別会計予算は、次に定めると

ころによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入
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歳出予算」による。 

 歳出予算の流用。 

 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 それでは、まず、議案説明書、資料ナンバー７７をお開きください。 

 この資料につきましては、歳入歳出予算の財源充当の内訳書となっております。歳入

歳出の経費の４億９３０万８,０００円が振り分けられております。この内容で各科目

に振り分けておりますので、今後、この充当配分によりまして説明をしていきたいと思

います。資料は後ほど確認をしていただきたいと思います。 

 それから、資料ナンバー７８は、予算の前年度比較表となっておりますので、あわせ

て後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 これより、事項別明細書により説明をいたします。 

 予算書１１ページをお開きください。 

 １１ページ、３、歳出です。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費５５０万３,０００円の計上であります。

８節旅費から２４節積立金まで例年同様の計上であります。 

 ２目連合会負担金４６万５,０００円の計上につきましては、前年同額となっており

ます。 

 次の１２ページ。２項徴税費１目賦課徴収費４２万９,０００円の計上であります

が、こちらも例年同様の計上であります。 

 なお、１８節負担金補助及び交付金の十勝圏複合事務組合につきましては、税滞納整

理機構への負担金となっております。 

 ３項運営協議会費１目運営協議会費２１万２,０００円も例年同様の計上でありま

す。 

 １３ページ。２款保険給付費１項療養諸費１目療養給付費２億１,０００万円です。 

 ２目療養費は６００万円。３目審査支払手数料は７０万円。その下、退職被保険者等

療養給付費、退職者被保険者等療養費、これについては、いずれも廃目となっておりま

す。この合計２億１,６７０万円の計上につきましては、前年同額となっております。 

 ２項高額療養費１目高額療養費２,８００万円も前年同額。２目高額介護合算療養費

は１０万円の計上。１４ページです。退職者被保険者等高額療養費、退職被保険者等高

額介護合算療養費につきましては廃目となっております。 

 ３項移送費１目移送費は科目存置。退職被保険者等移送費は廃目。 

 ４項出産育児諸費１目出産育児一時金１２６万円は、４２万円の３件分の計上であり

ます。審査支払手数料は廃目であります。 
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 １５ページの５項葬祭諸費１目葬祭給付費は科目存置。 

 ２目葬祭費は１０件分で３０万円の計上であります。 

 ６項育児諸費１目育児給付費、それから２目児童手当金、これはいずれも科目存置で

あります。 

 ３款国民健康保険事業費納付金１項医療給付費分１目医療給付費分につきましては、

国保事業費の納付金でありまして、７,５２４万６,０００円の計上であります。 

 次のページ、１６ページで、退職被保険者医療給付費分は廃目であります。 

 ２項後期高齢者支援金等分１目後期高齢者支援金等分、これは国保事業費納付金２,

２２７万２,０００円の計上。それから、退職被保険者後期高齢者支援金等分は廃目で

あります。 

 ３項介護納付金分１目介護納付金分は、国保事業費の納付金でありまして、８６３万

８,０００円の計上であります。 

 ４款共同事業拠出金１項共同事業拠出金１目共同事業拠出金は科目存置です。 

 １７ページ、５款財政安定化基金拠出金１項財政安定化基金拠出金１目財政安定化基

金拠出金１,０００円でありますが、これは災害等の補塡分の町負担金であります。 

 ６款保健事業費１項特定健康診査等事業費１目特定健康診査等事業費４０１万円の計

上も例年同様の計上でありますが、このうち１２節委託料をごらんください。この共同

電算処理については、健診データ管理としまして、受診者３５０名分と保健指導の３０

人分、合わせて３８０人分の計上であります。それから、健康診査等は、特定健康診査

で３１０人分、特定健康診査に係るＣＳＶデータ料で２２０人分、陸別診療所受診者に

係る健康項目の提供データ作成で４０件分、商工会健診受診者に係る健診項目の提供

データ作成で、これは１回となっております。２次健康診査、頸動脈エコー検査で、自

己負担分でありまして、３０件分。それから、これにことしから新たに歯科健診で、４

０歳、５０歳、６０歳、７０歳の方を対象として健診を行うこととしまして、１００人

分を加えております。全部で３５２万４,０００円となっております。 

 次のページ、１８ページです。２項保健事業費１目保健事業費６８８万９,０００円

の計上で、前年比４８６万３,０００円の増額であります。７節報償費は、ゲートボー

ル大会の記念品１万５,０００円と保険者努力者支援報償品としまして１７万円、１８

万５,０００円の計上であります。それから１２節委託料の１２５万円でありますが、

各種予防接種の８６万円につきましては、６５歳以上から７５歳未満の方のインフルエ

ンザ予防接種で２００人分７０万円。高齢者肺炎球菌ワクチン接種で４０人分１６万

円。それから健康診査等で２３万６,０００円につきましては、４０歳未満の健康診査

２５人分２３万６,０００円。会場設営１５万４,０００円につきましては、ふれあい広

場のステージの設営料であります。合わせて１２５万円の計上であります。 

 それから、１９節の扶助費でありますが、大変申しわけありませんが、修正をお願い

いたします。上の○補助金でありますが、これは、インフルエンザ予防接種助成金であ
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ります。それから、下の○の補助金になりますが、こちらは高齢者肺炎球菌ワクチン接

種助成金、このように訂正をお願いいたします。大変申しわけございません。 

 それで、まず上のインフルエンザ予防接種の償還金は、１０名分で３万９,０００

円。下の高齢者肺炎球菌ワクチンの接種費の償還金は５人分で２万円の計上となってお

ります。 

 続きまして、１９ページ。７款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目償還金３０万

１,０００円は、前年同額。 

 ２項延滞金１目延滞金は科目存置。 

 ３項繰出金１目直営診療施設勘定繰出金は、特別調整交付金のへき地診療所運営分

で、国民健康保険直営診療施設勘定特別会計への繰出金３,５９７万６,０００円であり

ます。 

 ８款予備費１項予備費１目予備費は３００万円で、前年同額であります。 

 給与明細書につきましては、２１ページにつけてありますので、後ほどごらんをいた

だきたいと思います。 

 以上で、歳出を終わりまして、歳入の説明に移ります。 

 ７ページをごらんください。７ページ、２、歳入です。 

 １款国民健康保険税１項国民健康保険税１目国民健康保険税ですが、これは北海道に

おいて積算されております。今年度は６,９１７万８,０００円の計上であります。４７

４万５,０００円の増額。１節現年課税分は、医療費分で４,３９８万３,０００円、介

護分で６９２万６,０００円、高齢者支援分で１,６８５万４,０００円、合わせて６,７

７６万３,０００円。２節滞納繰越分は、記載のとおりでありますが、医療分で８１万

３,０００円、介護分で１８万１,０００円、高齢者支援分で４２万１,０００円、合わ

せて１４１万５,０００円の計上であります。その下の退職被保険者等国民健康保険税

は廃目であります。 

 ２款国庫支出金１項国庫補助金１目災害臨時特例補助金につきましては、科目存置。 

 ３款道支出金１項道負担金１目保険給付費等負担金３億２９４万５,０００円につき

ましては、１節の保険給付費等交付金で、普通交付金は、保険給付分で２億４,６３６

万４,０００円の計上。２節の保険給付費等交付金は、保険者努力支援分は１８７万８,

０００円、特別調整交付金は３,７７６万１,０００円で、このうち３,５９７万６,００

０円は、先ほど説明しましたへき地診療所の運営費分であります。 

 次のページに移ります。続きまして、道繰入金が１,５９４万２,０００円、特定健診

等負担金は１００万円となっております。 

 ４款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金は、国民健康保険基金利子で３,

０００円の計上であります。 

 ５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金は２,７９２万３,０００円の計上で

す。１節保険基盤安定繰入金は、保険税の軽減分で９８４万１,０００円、それから保
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険者支援分で７０５万３,０００円、合わせて１,６８９万４,０００円。２節事務費繰

入金は６９７万１,０００円。３節出産育児一時金等繰入金は８４万円。４節財政安定

化支援事業繰入金は３２１万８,０００円であります。 

 ２項基金繰入金１目国民健康保険基金繰入金、これは国民健康保険事業に充当分とい

うことで９１９万５,０００円の計上であります。 

 ６款繰越金１項繰越金１目繰越金は科目存置。 

 ７款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目延滞金、２目加算金は科目存置。その下の

退職被保険者等延滞金、同じく加算金、これはいずれも廃目であります。 

 ２項雑入１目第三者納付金、２目一般被保険者返納金、３目療養給付費負担金、４目

療養給付費交付金、次のページに移りまして、５目特定健康診査等負担金は、いずれも

科目存置であります。６目雑入の５万５,０００円は例年同様の計上であります。その

下の退職被保険者等第三者納付金、退職被保険者等返納金は、いずれも廃目です。 

 以上で、議案第２１号の説明を終わります。 

○議長（本田 学君） ２時１５分まで休憩します。 

                           休憩 午後 ２時００分 

                           再開 午後 ２時１３分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） それでは、続きまして、議案第２２号に移ります。 

 議案第２２号令和２年度陸別町の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算は、次

に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 一時借入金。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高

額は５,０００万円と定める。 

 なお、議案説明書、資料ナンバー７９に、この会計の歳入歳出予算の資料があります

ので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 それでは、事項別明細書により、歳出から説明をいたします。 

 １１ページをお開きください。３、歳出です。 

 １款総務費１項施設管理費１目一般管理費２億９,１５６万２,０００円の計上であり

まして、前年比７０６万９,０００円の減額であります。主な減額の要因につきまして

は、昨年、電子カルテシステムの購入で７４５万１,０００円がありました。この目の

１節報酬から１８節負担金補助及び交付金まで例年同様の計上であります。記載のとお

りでありますが、１５ページをお開きください。１４節工事請負費であります。診療所
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の改修というふうになっておりますが、これは、待合室へのエアコンの設置で５０７万

１,０００円の計上であります。室内機３台、室外機１台の設置でありまして、議案説

明書、資料ナンバー８０に位置図がつけてありますので、後ほどごらんをいただきたい

と思います。 

 次に、１６ページをお開きください。２項研究研修費１目研究研修費１５１万９,０

００円の計上であります。例年同様の計上であります。 

 続きまして、２款医業費１項医業費１目医療用機械器具費２,０４０万円の計上であ

ります。２,０３５万円の増額の計上となっております。１７節の備品購入費でありま

すが、医療品備品としまして、Ｘ線テレビシステムの更新であります。これが２,０３

５万円となっております。今使用しておりますシステムにつきましては、平成１６年の

現施設が開設したときからの使用でありまして、１６年が経過しております。 

 議案説明書の資料ナンバー８１の１から３に、このシステムの概要がつけてあります

ので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 ２目医療用消耗器材費９８９万８,０００円の計上は、２７万３,０００円の増額であ

ります。これは、例年同様の計上であります。 

 ３目医薬品費１,５３３万８,０００円で、１２６万５,０００円の増額となっており

ます。医薬品は診療収入の９.５％で計算をしておりまして、１,００８万１,０００円

の計上、そのほかに予防接種費、予防接種ワクチンの代金が４５６万５,０００円、血

液製剤等としまして６９万２,０００円の計上となっております。 

 ４目検査費３１８万４,０００円であります。これは、１２節委託料の検査業務等に

つきましては、診療収入の３％で計算をしております。 

 ５目寝具費の３１万５,０００円です。７万９,０００円の増額ですが、これは、こと

しから寝具借上料に褥瘡予防用のエアマットをリースとして借り上げるということであ

りまして、増額をしております。 

 ２項給食費１目給食費につきましては２３９万４,０００円の計上であります。例年

同様の計上であります。 

 次のページをお開きください。３款公債費１項公債費１目元金と２目利子につきまし

ては、合わせて４０７万８,０００円の計上で、２９４万４,０００円の増額となってお

ります。元金の償還金につきましては３９７万１,０００円、利子の償還分につきまし

ては３万１,０００円、これに一時借入金の利息として７万６,０００円を計上しており

ます。 

 ４款予備費１項予備費１目予備費につきましては５０万円で、前年と同額でありま

す。 

 １９ページから２５ページに給与費明細書をつけておりますので、後ほどごらんをい

ただきたいと思います。 

 以上で、歳出を終わりまして、次に、歳入の説明に移ります。 
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 ７ページをお開きください。７ページは、歳入であります。 

 １款診療収入１項入院収入につきましては、１目から６目までありまして、合計で

１,３０２万円の計上であります。４１１万円の増となっております。これは患者数の

微増を見込んでおりまして、４１１万円の増となっております。 

 それから、２項外来収入であります。こちらも１目から６目まで、外来の合計につき

ましては７,４０９万１,０００円であります。こちらも患者数の微増を見込んでおりま

して、１７０万１,０００円の増としております。 

 続きまして、３項その他診療収入であります。１目諸検査等収入につきましては１,

９００万円の計上であります。事業所健康診査等で、特定健診の増によりまして、前年

より１３４万円の増を見込んでおります。血液検査、予防接種につきましては例年同様

であります。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目診療所使用料につきましては３万６,０００円

で、これは診療所につけている自販機の設置に係る使用料であります。 

 ２項手数料１目文書料４９万７,０００円の計上につきましては、２９万３,０００円

の減額でありまして、これは、前年実績を見込みまして減額して計上しております。 

 次のページです。３款道支出金１項道補助金１目総務費補助金８１０万円につきまし

ては、へき地診療施設整備事業補助金で、これはＸ線テレビシステムに係る定額の補助

であります。 

 ４款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入１節土地建物貸付収入は、職員住宅

の貸し付け３戸分で４７万２,０００円であります。 

 ５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１億９,２６６万６,０００円につき

ましては、財政対策分が１億７,１３４万３,０００円、起債償還分が４００万２,００

０円、施設等整備費分で、これはエアコンの設置分ですが、５０７万１,０００円、医

療機器等整備分につきましては、Ｘ線テレビシステム分で１,２２５万円の計上であり

ます。 

 ２目国保事業勘定特別会計繰入金につきましては、へき地診療所運営費分で、先ほど

も説明しました特別調整交付金の３,５９７万６,０００円であります。 

 次のページをお開きください。６款繰越金１項繰越金１目繰越金、これは前年同額で

１００万円の計上であります。 

 ７款諸収入１項雑入１目雑入４３３万円につきましては、１節私用電話料が３,００

０円。２節雑入で、嘱託医報酬で３６０万円、社会保険料等個人負担金で５万１,００

０円、患者外給食費で５９万６,０００円、医療器具使用料等で８万円の合計４３２万

７,０００円の計上であります。 

 以上で、議案第２２号を終わりまして、議案第２３号に移ります。 

 議案第２３号令和２年度陸別町の簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところに

よる。 
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 歳入歳出予算。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 地方債。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 一時借入金。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高

額は５,０００万円と定める。 

 それでは、事項別明細書の歳出、９ページをお開きください。 

 ３、歳出。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費１,９０４万７,０００円の計上でありま

す。１節報酬から１１ページにあります２６節公課費まで例年同様の計上であります

が、まず、１０ページの１２節委託料をごらんください。委託料の中の下から二つ目の

経営戦略策定につきましては、令和２年度の策定について、国から指導のあります簡易

水道事業の経営戦略の策定委託で３０８万６,０００円の計上であります。それから、

ソフトウエア保守は、水道管路情報システムの保守委託でありまして３４万１,０００

円の計上であります。次のページの１８節負担金補助及び交付金の北海道自治体情報シ

ステム協議会の１１６万２,０００円につきましては、地方公営企業法適用化事業の基

本計画等の策定に係ります負担金であります。 

 続きまして、２款施設費１項施設管理費１目施設維持費につきましては３,６０８万

４,０００円の計上で、９０３万２,０００円の増額となっております。８節旅費から１

３ページの２６節公課費まで、これもほとんどが例年同様の計上でありますが、次の

ページの１２節委託料をごらんください。１２ページ、１２節委託料です。この中で、

管路等修繕では、昨年のトマム地区の漏水を踏まえまして１００万円を計上しておりま

す。これは、漏水が起きたときにすぐ対処できるようにということで予算を計上してお

ります。施設設備保守管理では、陸別浄水場のろ過池整備ということで、砂の入れかえ

に２３７万６,０００円。それから、水道メーターの設置は、トマム地区の減圧弁室に

流量計のかわりに水道メーターを設置しまして、漏水のチェックをするために３３２万

２,０００円を計上しております。次のページに行きまして、１７節備品購入費は水道

メーターの購入費であります。 

 ２目施設新設改良費につきましては９５７万円の計上であります。１４節工事請負費

で、水道工事ですが、町道宮下通りの配水管布設がえで１０５メートルで８１８万４,

０００円。町道新町５号通りの配水管新設１３メートルで１３８万６,０００円の計上

であります。 

 続きまして、３款公債費１項公債費１目元金、それと２目利子につきましては、合わ
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せて１億１,６２７万６,０００円の計上であります。３４８万９,０００円の増額と

なっております。元金の償還につきましては１億２９万４,０００円、利子の償還につ

きましては１,５９５万４,０００円、一時借入金の利子で２万８,０００円の計上であ

ります。 

 なお、２１ページに地方債の現在高の見込みに関する調書がありますので、後ほどご

らんをいただきたいと思います。 

 ４款予備費１項予備費１目予備費につきましては前年同額の２００万円の計上であり

ます。 

 大変失礼しました。先ほどの配水管布設がえと配水管新設工事の資料につきまして、

議案説明書、資料ナンバー８２にその箇所図をつけておりますので、後ほどごらんをい

ただきたいと思います。 

 以上で、歳出を終わりまして、次に、歳入の説明に移ります。 

 ７ページをごらんください。２、歳入であります。 

 １款使用料及び手数料１項使用料１目水道使用料５,２８０万円の計上です。１節水

道使用料は１,０８２件分であります。５,２８０万円の計上であります。 

 ２項手数料１目水道手数料は１０万円の計上で、記載のとおりとなっております。１

節設計手数料につきましては、新設工事審査手数料５件、その他の工事審査手数料５件

であります。２節指定手数料につきましては４件分となっております。 

 ２款財産収入１項財産売払収入１目物品売払収入は科目存置。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金の１億１,８２３万８,０００円の計

上につきましては、建設改良費分が６,０５３万８,０００円、財政対策分としまして

５,５７９万７,０００円、経営戦略の策定に要する経費としまして１９０万３,０００

円であります。この経費につきましては、事業費３８０万６,０００円の２分の１が交

付税措置されるということから繰入金で計上しております。 

 次のページをごらんください。４款繰越金１項繰越金１目繰越金は５０万円で前年同

額。 

 ５款諸収入１項雑入１目雑入の１０３万８,０００円は、説明欄に記載のとおりであ

ります。 

 ６款町債１項町債１目簡易水道事業債につきましては１,０３０万円の計上でありま

す。配水管整備事業で９２０万円、地方公営企業法適用化事業で１１０万円の計上であ

りまして、配水管整備事業は、過疎債が４６０万円、簡水債が４６０万円となっていま

す。地方公営企業法適用化事業につきましては、簡水債となっております。 

 その下の国庫支出金につきましては、廃款であります。 

 以上で、歳入を終わりまして、次に、４ページをお開きください。 

 予算書の４ページは、第２表地方債であります。 

 起債の目的と限度額につきましては、過疎対策事業で４６０万円、配水管整備事業。
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簡易水道事業で、配水管整備事業が４６０万円、地方公営企業法適用化事業が１１０万

円、全部合計しまして１,０３０万円であります。 

 起債の方法につきましては、普通貸借または証券発行。利率につきましては４.０％

以内。ただし利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法に

つきましては、借入先の融通条件による。ただし町財政の都合による据え置き期間の短

縮もしくは繰上償還をすることができるであります。 

 以上で、議案第２３号を終わりまして、次に、議案第２４号に移ります。 

 議案第２４号令和２年度陸別町の公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 地方債。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 一時借入金。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高

額は５,０００万円と定める。 

 それでは、事項別明細書の歳出、１０ページをお開きください。 

 ３、歳出。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費１,３２６万１,０００円の計上でありま

す。２節給料から１１ページの２６節公課費まで、例年同様の計上でありますが、１１

ページの１８節負担金補助及び交付金をごらんください。この中に、北海道自治体情報

システム協議会の負担金７７万５,０００円がございますが、これは、地方公営企業適

用化事業の基本計画策定に係る負担金となっております。 

 次のページをごらんください。２款施設費１項施設管理費１目施設維持費５,２８２

万円であります。１０節需用費から１２節委託料まで例年同様の計上であります。 

 次のページ、１３ページの１５節原材料費についてでありますが、これは、浄化セン

ターと役場庁舎に展示するデザインマンホールカラーぶたと公共汚水ますカラーぶた、

これを各１個購入しまして、役場と浄化センターに展示しようとするものであります。

１７節備品購入費につきましては、自家用メーター２個の購入、浄化センター用水質分

析器の一式の更新、それから浄化センター用のＦＦストーブの更新であります。 

 ３款事業費１項下水道整備費１目下水道建設費３,１６３万５,０００円の計上であり

ます。ここでは、浄化センターの長寿命化事業であります。１２節委託料は、浄化セン

ターの機器更新に係る実施設計で４００万円の計上となっております。１４節工事請負

費につきましては、浄化センターの機器更新で２,５８０万円の計上と公共汚水ますの
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新設工事３カ所分１６５万円、合わせて２,７４５万円の計上であります。 

 なお、議案説明書、資料ナンバー８３に工事箇所図がつけてありますので、後ほどご

らんをいただきたいと思います。 

 次のページに移りまして、４款公債費１項公債費１目元金２目利子についてでありま

す。合わせて５,３２４万３,０００円の計上でありまして、元金につきましては４,６

３３万１,０００円、利子の償還は６８８万４,０００円、一時借入金の利子は２万８,

０００円の計上であります。 

 なお、２０ページに地方債の現在高の見込みに関する調書がありますので、後ほどご

らんをいただきたいと思います。 

 ５款予備費１項予備費１目予備費は前年同額の１００万円の計上であります。 

 給与費明細書は１５ページから１９ページにつけてありますので、後ほどごらんをい

ただきたいと思います。 

 以上で、歳出を終わりまして、次に、歳入の説明に移ります。 

 ７ページをごらんください。２、歳入。 

 １款分担金及び負担金１項分担金１目下水道事業分担金４５万円の計上であります

が、これは１８戸の受益者の分担金であります。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目下水道使用料は２,５１０万円の計上で、８２

８件分の下水道使用料であります。 

 ２項手数料１目下水道手数料につきましては、１節下水道手数料で、業者指定手数料

が１件、新設工事審査手数料が５件、その他工事審査手数料が３件で合わせて６万２,

０００円の計上であります。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道事業補助金１,５１０万円は、浄化セン

ターの機器更新の補助金であります。特定環境保全公共下水道事業補助金として１,５

１０万円の計上であります。 

 ８ページに移ります。４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金９,５４４万

６,０００円の計上は、高資本費対策分で６１７万２,０００円、建設改良分で２１９万

６,０００円、財政対策分で４,２６８万２,０００円、分流式下水道に要する経費で４,

４３９万６,０００円の合わせて９,５４４万６,０００円の計上であります。 

 ５款繰越金１項繰越金１目繰越金は前年同額の５０万円の計上。 

 ６款町債１項町債１目下水道事業債１,５３０万円につきましては、特定環境保全公

共下水道事業で１,４６０万円、過疎債が７３０万円、下水債が７３０万円でありま

す。地方公営企業適用化事業については７０万円の計上であります。 

 ７款財産収入１項財産売払収入１目物品売払収入は科目存置であります。 

 以上で、歳入を終わります。 

 次に、４ページをお開きください。予算書４ページは、第２表地方債です。 

 地方債の目的、限度額でありますが、過疎対策事業で７３０万円、これは特定環境保
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全公共下水道事業であります。下水道事業につきましては８００万円で、特定環境保全

公共下水道事業が７３０万円、地方公営企業法適用化事業が７０万円、合計で１,５３

０万円であります。 

 起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりであります。 

 以上で、議案第２４号を終わりまして、議案第２５号の説明に移ります。 

 議案第２５号令和２年度陸別町の介護保険事業勘定特別会計予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 歳出予算の流用。 

 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 それでは、これより事項別明細書により説明をします。 

 歳出、１１ページをお開きください。１１ページは、３、歳出です。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費４２２万６,０００円の計上で、４１４万

８,０００円の増額となっております。８節旅費と１０節需用費につきましては例年同

様の計上でありますが、１１節役務費と１２節委託料は、第８期高齢者保健福祉計画、

介護保健事業計画の策定に係る予算の計上でありまして、１２節は通信運搬費で、アン

ケート調査に係る郵便料９万６,０００円。それから委託料は、計画策定の支援業務と

して４０１万５,０００円の計上であります。 

 続きまして、２項賦課徴収費１目賦課徴収費２５万３,０００円の計上は、例年同様

であります。 

 ３項介護認定審査会費１目介護認定審査会費も２４１万１,０００円で、例年同様の

計上となっております。 

 次のページに移ります。２目認定調査費も７３万２,０００円で、例年同様の計上で

ありますが、委託料のところの認定調査につきましては１７０件を見込んでおります。 

 ２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目居宅介護サービス給付費は１１２名分で

１億８４２万７,０００円の計上。 

 ２目居宅介護サービス計画給付費は４８件分で７５３万円の計上。 

 ３目施設介護サービス給付費は、特養が４０名、老健施設が４名の４４名分１億２,

６０３万５,０００円の計上。 

 ４目居宅介護福祉用具購入費は５件分で、昨年同様４５万円の計上であります。 

 ５目居宅介護住宅改修費も５件分で９０万円の計上。 
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 それから、２項介護予防サービス等諸費であります。 

 １目介護予防サービス給付費は１７名分で５０４万円の計上。 

 ２目介護予防サービス計画給付費は１１件分で６１万１,０００円の計上。 

 ３目介護予防福祉用具購入費は５件分で４５万円の計上。 

 ４目介護予防住宅改修費は３件分で５４万円の計上であります。 

 次のページに移りまして、３項その他の諸費１目審査支払手数料は３,１４０件分で

１７万４,０００円の計上。 

 ４項高額介護サービス等費１目高額介護サービス費、これにつきましては４３名分で

４７５万８,０００円の計上。 

 ２目高額介護予防サービス費は１名分で１３万２,０００円の計上であります。 

 ５項高額医療合算介護サービス等費１目高額医療合算介護サービス費は４８名分３０

０万２,０００円の計上。 

 ２目高額医療合算介護予防サービス費は科目存置であります。 

 ６項特定入所者介護サービス等費１目特定入所者介護サービス費は４３名分で１,７

８４万９,０００円の計上。 

 ２目特例特定入所者介護サービス費は科目存置。 

 ３目特定入所者介護予防サービス費は１名分で３万４,０００円の計上。 

 ４目特例特定入所者介護予防サービス費は科目存置であります。 

 １項介護予防・生活支援サービス事業費１目介護予防・生活支援サービス事業費５５

６万３,０００円の計上につきましては、１２節委託料で、総合事業委託料となってお

りますが、これは訪問型サービスの利用６名分６８２回分を見込みまして１７６万円の

計上。１８節負担金補助及び交付金は３８０万３,０００円の計上であります。 

 次のページ、１６ページに移ります。高額医療合算介護サービス費は１万４,０００

円の計上。第１号事業給付費についてでありますが、これにつきましては、訪問介護で

５名、延べ６０名分。通所介護で１０名、延べ１４３名分の利用を見込んでおります。

３７８万９,０００円の計上であります。 

 ２目介護予防ケアマネジメント事業費１６万５,０００円の計上につきましては、総

合事業委託料で３６件分を見ております。１６万５,０００円の計上であります。 

 ２項一般介護予防事業費１目一般介護予防事業費は７３万２,０００円の計上で、例

年同様の計上であります。 

 なお、１２節委託料についてでありますが、これは社協への委託でありまして、ふま

ねっと運動で１０万９,０００円、地域リハビリテーション活動支援事業で、理学療法

士の招聘で２６万４,０００円であります。 

 １７ページに移りまして、３項包括的支援事業・任意事業費１目包括的・継続的ケア

マネジメント支援事業費６０万２,０００円の計上につきましても例年同様の計上であ

ります。 
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 なお、１２節委託料の介護予防サービス計画作成料は６０件分となっております。 

 ２目任意事業費２０８万９,０００円の計上であります。１０節需用費は、消耗品費

は、認知症サポーター関連の消耗品で１万９,０００円。１１節役務費は、成年後見制

度利用支援申立費で１名分１０万９,０００円。１２節委託料は、任意事業でありまし

て、社協の給食サービスで１５名分の利用、介護用品の給付２０名分の利用、合わせて

１６２万５,０００円の計上であります。１９節扶助費の地域生活支援費につきまして

は、成年後見制度利用に係る報酬費の助成でありまして３３万６,０００円の計上であ

ります。 

 ３目認知症総合支援事業費５５万３,０００円の計上につきましては、次のページを

お開きいただきます。１２節委託料で、認知症総合支援事業、これは認知症カフェの社

協への委託で３０万５,０００円の計上であります。 

 ４目生活支援体制整備事業費、これは新しい目となっております。１０４万９,００

０円の計上であります。この事業につきましては、介護保険法において、地域支援事業

としまして取り組まなければならない必須事業となっておりまして、内容につきまして

説明をさせていただきます。 

 この事業につきましては、地域における高齢者の生活支援、介護予防サービスの体制

整備を推進するために、地域資源の把握と開発、サービス提供主体等のネットワークの

構築を行う生活支援コーディネーターを配置するという事業であります。生活支援コー

ディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調

査及び地域資源の状況を把握するとともに、地域の高齢者支援のニーズと資源の見える

化及び問題提起、それから、地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働き方、関係者の

ネットワーク化、生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発、このような業

務を担うこととなります。これを社会福祉協議会に委託し、実施しようとするものであ

ります。 

 委託料の中身としましては、人件費に９６万９,０００円、旅費で７万円、事務用品

で１万円の１０４万９,０００円の計上となっております。 

 ４項その他諸費１目審査支払手数料、これは１９８件分で１万３,０００円の計上で

あります。 

 １９ページ、４款基金積立金１項基金積立金１目介護給付費準備基金積立金は科目存

置。 

 ５款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目第１号被保険者保険料還付金は１０万円

の計上。２目介護給付費負担金等返還金は科目存置であります。 

 ６款予備費１項予備費１目予備費は、前年と同額の１００万円であります。 

 以上で、歳出を終わりまして、次に、歳入の説明に移ります。 

 ７ページをお開きください。２、歳入に入ります。 

 その前に議案説明書、資料ナンバー８４に介護給付費財源充当資料、それから、資料
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ナンバー８５に地域支援事業財源充当資料をつけておりますので、後ほどごらんをいた

だきたいと思います。 

 それでは、１款介護保険料１項介護保険料１目第１号被保険者保険料５,３４４万５,

０００円の計上でありますが、１節現年度分の普通徴収保険料は７６名分で４３１万

円、特別徴収保険料は８４７人分で４,９０３万５,０００円、合わせて５,３３４万５,

０００円の計上。２節滞納繰越分は前年同額の計上で１０万円の計上であります。 

 ２款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金４,８８８万円であります。こ

れは、介護給付費の２０％分で、施設分は１５％分、ルール分の負担金となっておりま

す。 

 ２項国庫補助金１目調整交付金は２,０６８万７,０００円であります。これは７.９

％の計上。 

 ２目地域支援事業交付金は３１１万９,０００円。１節現年度分で、介護予防・日常

生活支援総合事業で１５７万２,０００円、これは２５％分。この事業以外の地域支援

事業１５４万７,０００円は、３８.５％分となっております。 

 ３目保険者機能強化推進交付金、これにつきましては前年同様の計上でありまして、

２３万３,０００円の計上であります。 

 ８ページに移ります。３款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金、これにつき

ましては、介護給付費の１２.５％、施設分が１７.５％の計上です。 

 ２項道補助金１目地域支援事業交付金１５５万８,０００円は、１節現年度分で、介

護予防・日常生活支援総合事業で７８万５,０００円、これは１２.５％分、この事業以

外の地域支援事業が７７万３,０００円、１９.２５％分であります。 

 ４款支払基金交付金１項支払基金交付金１目介護給付費交付金７,４４９万４,０００

円は、介護給付費の２７％分。 

 ２目地域支援事業支援交付金は１６９万８,０００円で、こちらも同じく２７％分で

あります。 

 ５款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金は科目存置。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金は４,９４８万４,０００円でありま

す。１節介護給付費繰入金は、介護給付費分１２.５％分３,４４８万６,０００円、２

節事務費繰入金事務費分は８６１万６,０００円。３節地域支援事業繰入金は、介護予

防・日常生活支援総合事業が１２.５％分で７８万５,０００円、事務費分で１万１,０

００円、合わせて７９万６,０００円です。これ以外の地域支援事業は１９.２５％分で

７７万３,０００円、事務費で８,０００円、合わせて７８万１,０００円であります。

４節低所得者保険料軽減繰入金は４８０万５,０００円、これは国から２分の１、道か

ら４分の１の負担がございます。 

 ２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金５８万７,０００円は、基金の利息分

の繰入金となっております。 



― 52 ― 

 ７款繰越金１項繰越金１目繰越金は科目存置。 

 ８款諸収入１項延滞金及び過料１目第１号被保険者延滞金から、次のページに行きま

して、２目第１号被保険者過料、それから２項の預金利子１目預金利子、これは全て科

目存置となっております。 

 ３項雑入の１目滞納処分費から３目の返納金、これも全て科目存置であります。 

 ４目雑入４４万４,０００円につきましては、介護扶助審査判定業務で、ケアプラン

３６件分２６万８,０００円、総合事業利用者負担金、訪問型サービスの利用者負担、

１０％分で１７万６,０００円の計上であります。 

 以上で、議案第２５号を終わりまして、次に、議案第２６号に移ります。 

 議案第２６号令和２年度陸別町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 それでは、これより事項別明細書により説明をいたします。 

 歳出、９ページをお開きください。９ページ、３、歳出です。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費２６９万２,０００円の計上につきまして

は、８節の旅費から１９節の扶助費まで、例年同様の計上であります。 

 なお、１２節委託料の健康診断等は８０人分、各種予防接種は４００人分、共同電算

業務は６００通分を見ております。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項後期高齢者医療広域連合納付金１目後期高齢

者医療広域連合納付金４,６８６万２,０００円の計上につきましては、１８節負担金補

助及び交付金は、広域連合の納付金でありまして、事務費負担金で２２９万４,０００

円、保険料等負担金につきましては、保険料分が３,０５５万８,０００円、保険基盤安

定分が１,４０１万円、合わせて４,４５６万８,０００円の計上であります。 

 次のページに行きます。３款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目保険料還付金１

０万円。２目の還付加算金１万円、これはいずれも前年同額となっております。 

 ４款予備費１項予備費１目予備費３０万円も同じく前年同額の計上であります。 

 以上で、歳出を終わりまして、歳入の説明に入ります。 

 ７ページをお開きください。２、歳入です。 

 １款後期高齢者医療保険料１項後期高齢者医療保険料１目特別徴収保険料１,６５３

万８,０００円の計上でありますが、１節現年度分の特別徴収保険料は３,０４０万円の

５４.４％分で１,６５３万８,０００円、その下の普通徴収保険料も同じく４５.６％分

で１,３８６万３,０００円、そのほか過年度分ということで、３月に資格取得２名分を

見込みまして１万円の計上であります。保険料については、合計３,０５５万７,０００

円の計上であります。 
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 ２款繰入金１項他会計繰入金１目事務費繰入金は４８２万６,０００円の計上で、こ

の内訳につきましては、広域連合事務負担金が２２９万４,０００円、インフルエンザ

予防接種分が１４７万７,０００円、その他事務費分として１０５万５,０００円となっ

ております。 

 ２目保険基盤安定繰入金１,４０１万１,０００円につきましては、道負担分が４分の

３で１,０５０万８,０００円、町負担分が４分の１で３５０万３,０００円でありま

す。 

 ３款諸収入１項延滞金及び過料１目延滞金は科目存置。 

 次のページに移りまして、２項償還金及び還付加算金１目還付加算金は１万円。 

 ２目保険料還付金は１０万円。これは広域連合からの補塡分でありまして、歳入歳出

同額の計上となっております。 

 ３項雑入１目雑入４５万９,０００円につきましては、広域連合からの健診の助成金

であります。 

 その下の使用料及び手数料、それから繰越金につきましては廃款となっております。 

 なお、議案説明書、資料ナンバー８６に歳入歳出予算のフロー図がつけてありますの

で、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 以上で、議案第２０号から議案第２６号までの説明を終わります。 

 以降、御質問によってお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 以上であります。 

○議長（本田 学君） 副町長におかれましては、大変お疲れさまでした。 

──────────────────────────────────── 

◎延会の議決 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本日は、これで延会することに決定しました。 

─────────────────────────────────── 

◎延会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 本日は、これにて延会します。 

延会 午後 ３時０４分   
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 以上、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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